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高知県（R06 改定） 四万十町（R06 年度） 

はじめに 

 

 いじめは、いじめを受けた子どもたちの教育を受ける権利を奪い、子

どもたちの心と身体の成長や、一人の人間となる成長過程に大きな影響

を与えるものです。 

 

 また場合によっては、いじめられた子どもの生命や身体に重大な危険

を生じさせるおそれもあります。 

 

 いじめは、大人社会にある暴力、体罰、児童虐待、パワーハラスメン

トやセクシュアルハラスメントなどといったものと同じ社会問題です。

また、他人の弱みを笑いものにしたり、暴力を認めていると思われるよ

うな行動や言動を許したり、「自分とは違う、合わない」という理由で特

定の人を差別したりといった、大人の行動や言動が、子どもに影響を与

えているということも言われています。 

 

 一人でも多くの子どもをいじめから救うためには、子どものお手本と

なるべき大人一人一人が、互いを認め合い、自分の大切さとともに他の

人の大切さを認めることができるような人権感覚を身に付けることが必

要です。あわせて、子どもの心に寄り添いつつも、「いじめはいかなる理

由があろうとも許されない」「いじめは卑怯な行為である」という認識と

「いじめはどの子どもにも、どの学校でも、起こりうる」という意識を

もって、一人一人の大人がその役割と責任を自覚しなければなりません。 

 

 また、学校や学級で起こったいじめを子どもたちみんなが「他人事」

ではなく「自分事」としてとらえ、いじめの解決を目指し、子どもたち

一人一人が「夢」や「志」をもち、その実現に向けて自分の力を、思う存

分発揮できる学校づくりを進めなければなりません。 

 

 さらには、心豊かで安全・安心な社会づくりを、県民一人一人が自ら、

主体的に進めなければなりません。 

 

 このような基本理念のもと、いじめ問題の克服を目指して、平成 26年

３月に「高知県いじめ防止基本方針」を策定しました。その後、国の基
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本方針の改定に伴い、平成 29 年 10 月に、いじめ防止等のために県が行

う取組や施策を示した改定を行いました。 

 

 

 令和４年に生徒指導提要が改訂され、子どもがなりたい自分を目指し、

自分の幸せと社会の発展のために頑張れるよう大人が支えることの大切

さが示されました。また、同年６月に成立した「こども基本法」では、子

どもの権利を守ることや子どもが自分の意見を言える場面をつくらねば

ならないということが示され、このことが法律に位置づけられました。

このような社会の変化を踏まえて、今回の改定ではいじめをしない、さ

せない取組だけではなく、いじめを生まない環境づくりやいじめを許さ

ない子どもを育てることを目指し、県が行うこと、学校が行うことにつ

いて示すこととしました。 

 

 県・市町村・学校・地域・家庭その他の関係者が力を合わせて、それぞ

れがいじめ問題を「自分事」としてとらえ、県民総がかりで、いじめを

防ぐための取組を総合的かつ効果的に推進することができるよう「高知

県いじめ防止基本方針」を再び改定しました。 

 

 

知県（以下「県」という。）の基本方針の改定に伴い、平成 30 年 3月に、

いじめ防止等のために町が行う取組や施策を示した改定を行いました。 

 

 令和４年に生徒指導提要が改訂され、子どもがなりたい自分を目指し、

自分の幸せと社会の発展のために頑張れるよう大人が支えることの大切

さが示されました。また、同年６月に成立した「こども基本法」では、子

どもの権利を守ることや子どもが自分の意見を言える場面をつくらねば

ならないということが示され、このことが法律に位置づけられました。

このような社会の変化を踏まえて、令和 6年 12 月に県の基本方針が改定

され、いじめをしない、させない取組だけではなく、いじめを生まない

環境づくりやいじめを許さない子どもを育てることを目指し、県民総が

かりで推進することが示されました。 

 

 四万十町においても、県と同様に、『いじめをしない、させない取組』

に加えて、『いじめを生まない環境づくり』『いじめを許さない子どもを

育てる』ことを目指します。そのため、町・学校・地域・家庭その他の関

係者が力を合わせて、いじめ問題を「自分事」としてとらえ、町民総が

かりで、いじめを防ぐための取組を総合的かつ効果的に推進することが

できるよう「四万十町いじめ防止基本方針」をこのたび改定しました。 

 

第１ いじめ防止等（いじめを防ぐことや、早く見つけて解決する）の

ために知っておくべきこと  

 １ 高知県いじめ防止基本方針がめざすこと 

 

 高知県いじめ防止基本方針は、いじめ防止対策推進法（平成２５年法

律第７１号 以下「法」という。）第 12 条に基づいて、高知県における

「いじめを防ぎ早く見つけて解決するために大切にしたいこと」をまと

めたものです。この高知県いじめ防止基本方針は、国が定めた基本方針

と学校がつくる「学校いじめ防止基本方針」を結びつけるもので、各学

校で行う、いじめを防ぐための取組をつくるもととなるものです。 

国の基本方針の中には、「県は基本方針をつくるよう努める」というこ

とや、「組織体制を整備しなければならない」ということ、「重大事態へ

の 

第１ いじめ防止等（いじめを防ぐことや、早く見つけて解決する）の

ために知っておくべきこと  

 １ 四万十町いじめ防止基本方針がめざすこと 

 

 四万十町いじめ防止基本方針は、いじめ防止対策推進法（平成 25 年法

律第 71 号 以下「法」という。）第 12 条に基づいて、四万十町（以下

「町」という。）における「いじめを防ぎ早く見つけて解決するために大

切にしたいこと」をまとめたものです。この四万十町いじめ防止基本方

針は、国・県が定めた基本方針と学校がつくる「学校いじめ防止基本方

針」を結びつけるもので、各学校で行う、いじめを防ぐための取組をつ

くるもととなるものです。 
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２ いじめとは（定義） 

 

 １つ１つの言動が、いじめか、いじめではないかを判断するには、例

えば「けがをさせたからいじめだ」「嫌がっていないからいじめじゃない

だろう」と形式的・表面的にとらえるのではなく、いじめられた子ども

の立場に立ち、みんなで考えることが必要です。 

 この時に、いじめには、冷やかしやからかい、ＳＮＳでの誹謗中傷な

ど、さまざまな形があることを念頭において、いじめか、いじめではな

いかを判断するに当たり、法第２条にある「心身の苦痛を感じているも

の」のとらえを間違えないよう、気をつけなくてはなりません。例えば、

本人が嫌な思いをしていたとしても、余計にいじめがエスカレートする

ことを恐れて「大丈夫だ。いじめられていない」と言ったりする場合も

よくあります。こうしたことから、子どもの言葉だけで判断はできない

ということを念頭に置いたうえで、子どもの表情や様子をきめ細かく観

察するなどして確認する必要があります。 

 

 定義に示されている「物理的な影響」とは、叩かれたり蹴られたりと

いった身体に被害を受ける場合や、金品をたかられたり、持ち物を隠さ

れたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどのことです。 

 なお、いじめかどうかの判断は、担任などの限られた教職員だけで判

断するのではなく、法第 22 条で示されている「学校におけるいじめの

防止等の取組のための組織」（以下「学校いじめ対策組織」という。）で

判断します。 

 

 

 けんかやふざけ合いであっても、見えない所で辛い思いをしている子

どもがいる場合もあるため、「学校いじめ対策組織」でしっかりと調べて、

子どもがどんな思いをしているのかに着目し、いじめかどうかを判断し

ます。 

 例えばインターネット上で悪口を書かれた子どもがいて、その子ども

がそのことを知らずにいるような場合もあります。いじめられている子

ども本人は嫌な思いをしていない場合であっても、インターネットに書

き込みを行った子どもに対する指導等は適切に行わなければなりませ

ん。 
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 また、いじめられた子どもの立場に立って、いじめに当たると判断し

た場合でも、すべてに対して厳しい指導をしなくてはならないとは限り

ません。例えば、親切心で行ったことが相手の子どもにとっては苦痛を

感じることだった場合や、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに謝り、

教職員が介入しなくても、子ども同士で解決し、良好な関係を再び築く

ことができた場合もあります。そのような場合、学校は、「いじめ」とい

う言葉を使わずに指導するなど、１つ１つのケースに応じた柔軟な対応

を行うこともできます。ただし、こういった場合であっても、法が定義

している「いじめ」に該当しますので、起こった事案を「学校いじめ対

策組織」で情報共有することは必ずしなければなりません。 

 

  「いじめ」の中には、「犯罪行為として取り扱われるべき」と判断され、

早い段階で警察に相談すべきものや、子どもの生命、身体又は財産に重

大な被害が生じるような、直ちに警察に通報しなければならないものも

あります。これらについては、教育的な配慮を行い、被害を受けた子ど

もがどうしたいのかを聞いたうえで、早期に警察に相談・通報のうえ、

警察と連携した対応を取ることが必要になってきます。 
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 ３ 基本方針の目標と大切にしたい視点 

 

 いじめの問題をなくすためには、「いじめをさせない」取組を進める

ことが最も重要です。県民一人一人が「いじめは絶対に許さない」とい

う決意をもつことと、そのような学校の雰囲気や社会の風土をつくって

いくことが、いじめ問題をなくすことにつながっていきます。 

 

 いじめの問題への対応については、何よりも被害を訴えてきた子ども

や、勇気をもっていじめを知らせてくれた子どもを、しっかり守り通す

姿勢を大人が示さなければなりません。 

 

 そして、いじめの疑いがあるものも含めて、学校等が、しっかりとし

た対応を行っていかなければなりません。その際、「事実はどうだった

か」ということを把握することが必要となりますが、一番大切なのは、

傷ついている子どもの気持ちに寄り添った支援を行うことです。 

 ３ 基本方針の目標と大切にしたい視点 

 

 いじめの問題をなくすためには、「いじめをさせない」取組を進める

ことが最も重要です。町民一人一人が「いじめは絶対に許さない」とい

う決意をもつことと、そのような学校の雰囲気や社会の風土をつくって

いくことが、いじめ問題をなくすことにつながっていきます。 

 

 いじめの問題への対応については、何よりも被害を訴えてきた子ども

や、勇気をもっていじめを知らせてくれた子どもを、しっかり守り通す

姿勢を大人が示さなければなりません。 

 

 そして、いじめの疑いがあるものも含めて、学校等が、しっかりとし

た対応を行っていかなければなりません。その際、「事実はどうだった

か」ということを把握することが必要となりますが、一番大切なのは、

傷ついている子どもの気持ちに寄り添った支援を行うことです。 



5 

 

 

 また、子どもは人と触れ合うことを通して、様々なことを感じ取り、

成長していきます。そういった社会性を身につけるうえで、子どもたち

がいじめの加害者や被害者になることを恐れて、人と触れ合うことに躊

躇し、萎縮してしまうようなことはあってはなりません。このことか

ら、子どもを取り巻く大人たちは「いじめをさせない」「いじめを早く

見つけて解決する」「いじめを再び起こさない」を常に意識し、子ども

たちを見守り支えていくことが大切になります。 

 

 本基本方針の目標は、いじめを防ぐための取組を大きく県全体に広

げ、効果的に進めていくことで、いじめの問題の克服を目指すことで

す。また、こうしたいじめの問題への取組は、心豊かで安全・安心な社

会づくりにもつながっていきます。そこで、以下の５つを大切にしなが

ら、いじめを防ぐための取組に県民総ぐるみで取り組んでいくことが必

要です。 
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 ① 子どもの変化に気づく力を高める 

 いじめの問題は、学校だけで起こるものではなく、地域社会の中でも

起こり得ます。また、子ども同士の人間関係の中だけでなく、大人社会

でもいじめやハラスメントなどの問題もあります。大人の人権感覚＊2

の希薄さが、いじめの一因になっているとも考えられます。 
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りとした人権感覚をもち、子どもの小さな変化に気づく力を身に付ける

ことが必要です。 

 

 ① 子どもの変化に気づく力を高める 

 いじめの問題は、学校だけで起こるものではなく、地域社会の中でも

起こり得ます。また、子ども同士の人間関係の中だけでなく、大人社会

でもいじめやハラスメントなどの問題もあります。大人の人権感覚の希

薄さが、いじめの一因になっているとも考えられます。 

 このようなことからも、子どもに関わるすべての人々がしっかりとし

た人権感覚をもち、子どもの小さな変化に気づく力を身に付けることが

必要です。 

 

② 子どもたちが「夢」や「志」をもてる社会づくり 

 「夢」や「志」をもつことは、その実現に向かって着実にやり抜こう

とする強い意志とともに、社会をつくっていく一人の人間としてよりよ

い社会をつくっていこうとする意欲や態度を育むことにつながります。 

 このことから、子どもたちが、自分の「夢」や「志」をもてるような

教育活動を各学校が進めることができるようにするとともに、子どもた

ち一人一人の「夢」や「志」を応援する社会環境づくりが必要です。 

 

② 子どもたちが「夢」や「志」をもてる社会づくり 

 「夢」や「志」をもつことは、その実現に向かって着実にやり抜こう

とする強い意志とともに、社会をつくっていく一人の人間としてよりよ

い社会をつくっていこうとする意欲や態度を育むことにつながります。 

 このことから、子どもたちが、自分の「夢」や「志」をもてるような

教育活動を各学校が進めることができるようにするとともに、子どもた

ち一人一人の「夢」や「志」を応援する社会環境づくりが必要です。 
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③ 人と人との結び付きを強める 

 人と人との触れ合いを大切に、親しみやすく、心が温かいという県民

性を、「高知県は、ひとつの大家族やき。」というキャッチフレーズでア

ピールした「高知家」。 

 このコンセプトに基づき、子ども同士がつながる、子どもと地域の大

人がつながる、学校・家庭・地域・関係機関がつながる、こうした取組

が進んでいくことによって、豊かな人と人とのつながりがつくりあげら

れ、いじめを生まない環境を整えていくことにつながっていきます。 

 

③ 人と人との結び付きを強める 

 人と人との触れ合いを大切に、親しみやすく、心が温かいという県民

性を、「高知県は、ひとつの大家族やき。」というキャッチフレーズでア

ピールした「高知家」のコンセプトは、本町の町民性にも該当します。 

 このコンセプトに基づき、子ども同士がつながる、子どもと地域の大

人がつながる、学校・家庭・地域・関係機関がつながる、こうした取組

が進んでいくことによって、豊かな人と人とのつながりがつくりあげら

れ、いじめを生まない環境を整えていくことにつながっていきます。 

 

④ みんなで子どもを守り、育む 

 子どもに関わるすべての大人、すべての機関・団体が子どもを見守

り、積極的、主体的に関わりながら、子どものもっている能力や可能性

を伸ばしていくことが大切です。 

  そのため、「みんなでいじめ問題に取り組んでいく」という視点を

もって、地域ぐるみで子どもを守り、育てる体制づくりを進める必要が

あります。 

 

④ みんなで子どもを守り、育む 

  子どもに関わるすべての大人、すべての機関・団体が子どもを見守

り、積極的、主体的に関わりながら、子どものもっている能力や可能性

を伸ばしていくことが大切です。 

  そのため、「みんなでいじめ問題に取り組んでいく」という視点を

もって、地域ぐるみで子どもを守り、育てる体制づくりを進める必要が

あります。 

 

⑤ 大人自身が、余裕を持って子どもに接する 

 大人自身も、子どもたちにゆっくり向き合えるように、身のまわりの

環境を整えたり、余裕を持てるよう心がけたりすることが大切です。大

人が、心が落ち着く環境や時間を持つことで、子どもたちも安心して過

ごすことができ、ゆとりを持って学校生活を送ることにつながると考え

ます。（R6.11.4 開催「高校生によるいじめ問題についての意見交流

会」より） 

 

⑤ 大人自身が、余裕を持って子どもに接する 

 大人自身も、子どもたちにゆっくり向き合えるように、身のまわりの

環境を整えたり、余裕を持てるよう心がけたりすることが大切です。大

人が、心が落ち着く環境や時間を持つことで、子どもたちも安心して過

ごすことができ、ゆとりを持って学校生活を送ることにつながると考え

ます。 
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 ４ 高知県のいじめの現状 

 

 高知県のいじめの認知件数は、いじめ防止対策推進法（平成 25年）

が施行されてから、増加傾向となっています。高知県ではこれまで、各

学校において、教職員を対象とした「いじめに関する校内研修」や子ど

もを対象とした「いじめアンケート」を行ってきました。それ以外に

も、教職員が一人で抱え込むことがないよう、教職員の間での情報共有

を積極的に行ったり、授業、学級活動等での子どもの観察等を複数の目

で行うようにしたり、組織的な取組を進めているところです。このよう

な取組を重ねることで、教職員のいじめ問題に対する意識が高まり、い

じめの積極的な認知につながるものと考えます。 

 

 どのようないじめが行われているか見てみると、すべての学校種で

「冷やかしやからかい・悪口や脅し文句・嫌な事を言われる」が最も多

い割合を示しています。また、「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中

傷や嫌なことをされる」が増加傾向となっており、ＳＮＳでの誹謗中傷

や、悪意のない書き込みでも相手を傷付けてしまうといった事案が多く

発生しています。インターネット上のいじめは潜在化しやすく、実態把

握が難しいため、この件数は氷山の一角にすぎないと考えられます。 

 

 いじめ発見のきっかけは、令和５年度は「本人からの訴え」が最も多

く、このことから、教職員のいじめ問題に対する認識が高くなったこと

と、「いじめは許される行為ではない」「一人で悩みを抱え込まない」と

いった子ども自身のいじめに対する認識が向上していることがうかがわ

れます。 

 

 また、令和５年度に認知したいじめについて「解消」している割合は

77.8％で、全国値（77.5％）より高い割合となっています。いじめの被

害が長引いたり、重大化したりしないためにもいじめが起こった初期の

段階のうちに解消される手立てを講じる必要があります。 

 

 しかし、いじめは「謝ったら終わり、解決した」とはなりませんの

で、本当にいじめが解消されたのかどうかについて、過去に起こったい

じめ事案と照らし合わせながら、「学校いじめ対策組織」において慎重

 ４ 町のいじめの現状 

 

 町のいじめの認知件数は、小学校、中学校とも令和２年度をピークに

年々減少しています。 

 

〇町のいじめ認知件数の推移 

 R1 R2 R3 R4 R5 

小学校 147 148 129 83 51 

中学校 38 43 17 8 11 

 

〇町の千人当たりのいじめ認知件数の推移 

 R1 R2 R3 R4 R5 

小学校 227.9 234.2 204.8 132.8 84.6 

中学校 108.3 134.8 54.8 29.0 38.3 

全国値 36.8 40.9 46.5 39.7 47.7 

 

 各学校においては、教職員を対象とした「いじめに関する校内研修」

や子どもを対象とした「いじめアンケート」を行ってきました。それ以

外にも、教職員が一人で抱え込むことがないよう、教職員の間での情報

共有を積極的に行ったり、授業、学級活動等での子どもの観察等を複数

の目で行うなど、組織的な取組を進めています。このような取組を重ね

たことで、教職員のいじめ問題に対する意識の高まりが、いじめの積極

的な認知にもつながり、令和２年度までの全国値を大きく上回る認知件

数にも反映したと考えています。 

 

 近年の認知件数の減少傾向については、町では令和元年度から小小・

小中連携推進として積極的な先手型の常態的・先行的な生徒指導とし

て、発達指示的生徒指導の機能をいかした学級活動の研究を進めていま

す。これにより、子どもたちの自己肯定感や友だちとの協働に肯定的な

割合が高いなど、子どもの心の安定にもつながる取組が、認知件数減少

の要因のひとつと考えています。 

 

表の掲載について

は、教育委員会で

協議 
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に判断されなければなりません。そして、仮にいじめが「解消」してい

る状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ると

いうことを認識しながら、その後も経過観察をするなど継続した取組が

重要となってきます。 

 

 さらに、高知県においては、いじめの重大事態発生率が全国値より依

然高い状況が続いており、このことは憂慮すべきことです。このことか

ら、「いじめをさせない」取組を推進しながら、いじめの認知を積極的

に行うことでいち早く「いじめに気づく」ことにつなげ、重大化させな

いよう対応する必要があります。 

 

 なお、高知県における不登校の子どもの割合は、増加傾向にあるのが

現状です。不登校になった要因は、子ども一人一人違っていますが、

「生活リズムの不調」や「学校生活に対してやる気が出ない」「友人関

係」等の様々な要因が重なり、不登校になっている場合も多く見られま

す。同じように、いじめが起こる背景には、１つの要因からではなく、

様々な要因が複合的に関連して発生することがあることにも気をつけな

くてはなりません。 

 

 ＳＮＳにおけるいじめのように、いじめが見えにくく深刻になってい

る状況を考えると、学校だけのいじめを防ぐための取組には限界があ

り、家庭や地域、関係機関と協力し、学校や子どもを取り巻くすべての

人々がいじめを防ぐための取組を推進していく必要があります。 

 

 しかし、千人当たりのいじめの認知件数では、小学校で全国値を上回

っている状況が続いています。引続き「いじめ防止」等の対策を含めた

学級活動の取組を進める必要があります。 

 

 

 また、いじめが起こる背景には、不登校と同様に、様々な要因が複合

的に関連して発生することがあることにも気をつけなくてはなりませ

ん。ＳＮＳにおけるいじめのように、いじめが見えにくく深刻になって

いる状況を考えると、学校だけのいじめを防ぐための取組には限界があ

り、家庭や地域、関係機関と協力し、学校や子どもを取り巻くすべての

人々がいじめを防ぐための取組を推進していく必要があります。 

 

 ５ いじめ防止等の基本的な考え方 

 

（１）いじめをさせない 

 「いじめは、どの子どもにも起こりうる」ということを念頭においた

うえで、「いじめをさせない」取組を進めていくことは大変重要です。 

 

 まず、いじめを生じさせないためには、豊かな心や道徳心を育む取組

を、子どもを取り巻く関係者全員で計画的、継続的に行っていくことが

大切です。こうした取組を授業や行事等の中で積み重ねていくことで、

「いじめは絶対に許されない」ということの理解が、子どもの中で深ま

っていきます。そのことが、子どもをいじめに向かわせることなく、心

 ５ いじめ防止等の基本的な考え方 

 

（１）いじめをさせない 

 「いじめは、どの子どもにも起こりうる」ということを念頭においた

うえで、「いじめをさせない」取組を進めていくことは大変重要です。 

 

 まず、いじめを生じさせないためには、豊かな心や道徳心を育む取組

を、子どもを取り巻く関係者全員で計画的、継続的に行っていくことが

大切です。こうした取組を授業や行事等の中で積み重ねていくことで、

「いじめは絶対に許されない」ということの理解が、子どもの中で深ま

っていきます。そのことが、子どもをいじめに向かわせることなく、心
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の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生ま

ない土壌をつくることにつながっていきます。 

 

 また、いじめを行う子どものストレス状況にも着目し、もしそのスト

レスがいじめへ向かわせている場合は、その改善を図ったうえで、スト

レスに適切な対処ができる力を育むことも必要となってきます。 

 

 そして、すべての子どもにとって安全で安心な学級づくりに向けて、

「人の役に立った、人に喜んでもらえた」といった自己有用感や充実感

を感じられるようにすることや、子どもが主体的に活躍できる場を意識

的につくりだしていくことも「いじめをさせない」取組として大変重要

です。 

 

 こうしたいじめの問題への取組について、県民全体に知ってもらうこ

と、子どもを取り巻く大人たちも一丸となっていじめ問題に立ち向かう

ことは、いじめ問題を克服するうえで大切なことです。 

 

 そのうえで、「いじめを許さない」ということを、伝え続けることや

行動で示すことで、いじめをする人が少数派となるような社会にしてい

く必要があります。（R6.11.4 開催「高校生によるいじめ問題について

の意見交流会」より） 

の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生ま

ない土壌をつくることにつながっていきます。 

 

 また、いじめを行う子どものストレス状況にも着目し、もしそのスト

レスがいじめへ向かわせている場合は、その改善を図ったうえで、スト

レスに適切な対処ができる力を育むことも必要となってきます。 

 

 そして、すべての子どもにとって安全で安心な学級づくりに向けて、

「人の役に立った、人に喜んでもらえた」といった自己有用感や充実感

を感じられるようにすることや、子どもが主体的に活躍できる場を意識

的につくりだしていくことも「いじめをさせない」取組として大変重要

です。 

 

 こうしたいじめの問題への取組について、町民全体に知ってもらうこ

と、子どもを取り巻く大人たちも一丸となっていじめ問題に立ち向かう

ことは、いじめ問題を克服するうえで大切なことです。 

 

 そのうえで、「いじめを許さない」ということを、伝え続けることや

行動で示すことで、いじめをする人が少数派となるような社会にしてい

く必要があります。 

 （２）いじめに気づく 

 

 初期の段階で「いじめに気づく」ことは、いじめへの迅速な対応につ

ながり、いじめられた子どもの心の傷を最小限にとどめることができま

す。そのためには、すべての大人が連携し、子どもの小さな変化に気づ

く力を高めることが必要です。いじめは周囲から把握されにくい時間や

場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりするだけでな

く、いじめを受けている子どもが被害を訴えづらい状況にあるなど、大

人が気づきにくく、いじめかどうかを判断しにくい形で行われることを

理解する必要があります。そのうえで、子ども同士の関係性の変化や、

子どもの気になる様子・態度が見られたら、「もしかしたらいじめかも

しれない」という高い意識をもちながら、早い段階から大人が的確に関

わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、積極的にいじ

めを認知することが必要となってきます。 

 （２）いじめに気づく 

 

 初期の段階で「いじめに気づく」ことは、いじめへの迅速な対応につ

ながり、いじめられた子どもの心の傷を最小限にとどめることができま

す。そのためには、すべての大人が連携し、子どもの小さな変化に気づ

く力を高めることが必要です。いじめは周囲から把握されにくい時間や

場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりするだけでな

く、いじめを受けている子どもが被害を訴えづらい状況にあるなど、大

人が気づきにくく、いじめかどうかを判断しにくい形で行われることを

理解する必要があります。そのうえで、子ども同士の関係性の変化や、

子どもの気になる様子・態度が見られたら、「もしかしたらいじめかも

しれない」という高い意識をもちながら、早い段階から大人が的確に関

わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、積極的にいじ

めを認知することが必要となってきます。 
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 このため、ＩＣＴの活用も含めた定期的なアンケート調査や教育相談

を行うことで子どものＳＯＳを大人が拾いやすくし、電話相談窓口の周

知等により、子どもがいじめを訴えやすい体制を整えることが必要で

す。 

 また、子どもたちは、地域社会の中で生活していることから、地域住

民が子どもたち一人一人をしっかりと見守り、子どもたちの様子で気に

なることがあればすぐに連絡できるよう、学校は、窓口がどこなのか地

域に知らせることも重要なことです。 

 

 このため、ＩＣＴの活用も含めた定期的なアンケート調査や教育相談

を行うことで子どものＳＯＳを大人が拾いやすくし、電話相談窓口の周

知等により、子どもがいじめを訴えやすい体制を整えることが必要で

す。 

 また、子どもたちは、地域社会の中で生活していることから、地域住

民が子どもたち一人一人をしっかりと見守り、子どもたちの様子で気に

なることがあればすぐに連絡できるよう、学校は、窓口がどこなのか地

域に知らせることも重要なことです。 

 

 （３）いじめに対応する 

 

 いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた

子どもやいじめを知らせてきた子どもの安全を確保し、いじめたとされ

る子どもに対して事情を確認したうえで適切に指導するなど、いじめの

認知から解消まで滞りなく組織的な対応を行うことが必要です。 

 このため、教職員は日常的に、いじめを認知した場合はどのように対

応するかについて、理解を深めておくことが必要であり、また、学校に

おける組織的な対応を可能とするような体制整備をあらかじめつくって

おかなければなりません。 

 

 （３）いじめに対応する 

 

 いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた

子どもやいじめを知らせてきた子どもの安全を確保し、いじめたとされ

る子どもに対して事情を確認したうえで適切に指導するなど、いじめの

認知から解消まで滞りなく組織的な対応を行うことが必要です。 

 このため、教職員は日常的に、いじめを認知した場合はどのように対

応するかについて、理解を深めておくことが必要であり、また、学校に

おける組織的な対応を可能とするような体制整備をあらかじめつくって

おかなければなりません。 

 

 （４）学校、家庭、地域で子どもを見守る 

 

 社会全体で子どもを見守り、健やかな成長を促すためには、学校、家

庭、地域の連携が必要です。例えば、学校運営協議会（コミュニティ・

スクール）や学校評議員会等を活用して、地域のみなさんといじめの問

題について協議する機会を設けたり、いじめの問題について学校、家

庭、地域が連携した取組を推進したりすることができるよう、取組を進

めていきます。 

 

 また、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができ

るようにするため、学校だけではなく家庭や地域と風通しのよい関係づ

くりを進め、いざという時は協力し、子どもを守り支える体制をつくれ

るように準備することが必要です。 

 

 （４）学校、家庭、地域で子どもを見守る 

 

 社会全体で子どもを見守り、健やかな成長を促すためには、学校、家

庭、地域の連携が必要です。例えば、学校運営協議会（コミュニティ・

スクール）や学校評議員会等を活用して、地域のみなさんといじめの問

題について協議する機会を設けたり、いじめの問題について学校、家

庭、地域が連携した取組を推進したりすることができるよう、取組を進

めていきます。 

 

 また、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができ

るようにするため、学校だけではなく家庭や地域と風通しのよい関係づ

くりを進め、いざという時は協力し、子どもを守り支える体制をつくれ

るように準備することが必要です。 
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 このように、学校、家庭、地域は子どもを中心に据えた連携・協働を

進めると共に、子どもを守れる、心豊かで安全・安心な社会づくりをな

しとげるためには、地域の行事や地域おこしの取組等､地域の活性化に

向けた社会参画の動きを創り出し、地域ぐるみで子どもたちを守り、育

て、伸ばしていく風土をつくっていくことも大切なことになります。 

 

 このように、学校、家庭、地域は子どもを中心に据えた連携・協働を

進めると共に、子どもを守れる、心豊かで安全・安心な社会づくりをな

しとげるためには、地域の行事や地域おこしの取組等､地域の活性化に

向けた社会参画の動きを創り出し、地域ぐるみで子どもたちを守り、育

て、伸ばしていく風土をつくっていくことも大切なことになります。 

（５）関係機関とつながり子どもを支える 

 

 いじめの問題への対応においては、例えば、いじめる子どもに対して

必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、なかなか子どもに理

解をうながすことができないなど、十分な効果を上げることが難しい場

合もあります。そのような場合は、学校の設置者（国・地方公共団体・

法人）と学校、そして関係機関（警察、児童相談所、医療機関、法務局

等）が連携しながら適切な指導や支援を行っていくことが大切になって

きます。 

 したがって、学校は日常的に関係機関の担当者の連絡先を把握し、連

絡会議を開催し、情報共有するなど、いざという時にすぐに連携協働体

制が組めるような準備をしておくことが迅速な対応につながっていきま

す。 

 

 また、教育相談については、学校が必要に応じて医療機関等の専門機

関との連携を図り、心の教育センター、少年サポートセンター、警察

署、児童相談所、高知地方法務局等、子どもの課題にあった支援機関と

つながり、連携しながら子どもを指導・支援していくことが大事です。 

 

（５）関係機関とつながり子どもを支える 

 

 いじめの問題への対応においては、例えば、いじめる子どもに対して

必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、なかなか子どもに理

解をうながすことができないなど、十分な効果を上げることが難しい場

合もあります。そのような場合は、町と学校、そして関係機関（警察、

児童相談所、医療機関、法務局等）が連携しながら適切な指導や支援を

行っていくことが大切になってきます。 

 

 したがって、学校は日常的に関係機関の担当者の連絡先を把握し、連

絡会議を開催し、情報共有するなど、いざという時にすぐに連携協働体

制が組めるような準備をしておくことが迅速な対応につながっていきま

す。 

 

 また、教育相談については、学校が必要に応じて医療機関等の専門機

関との連携を図り、心の教育センター、少年サポートセンター、警察

署、児童相談所、高知地方法務局等、子どもの課題にあった支援機関と

つながり、連携しながら子どもを指導・支援していくことが大事です。 
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高知県（R06 改定） 四万十町（R06 年度） 

第２ いじめ防止等の対策 

 １ いじめ防止等の県の組織 

 （１）「高知県いじめ問題対策連絡協議会」について 

 県は、いじめを防ぐために関係する機関や団体との連携を図るため、

条例により、知事部局、県教育委員会、学校、県警察本部、児童相談

所、地方法務局、弁護士や心理・福祉の専門家等に係る職能団体、ＰＴ

Ａなどから構成される「高知県いじめ問題対策連絡協議会」を定期的に

行っています。なお、この連絡協議会と市町村（学校組合）教育委員会

との連携を行うため、連絡協議会のメンバーに市町村（学校組合）教育

委員会を加えるものとします。     

 また、県教育委員会と私学・大学支援課は、いじめ問題対策連絡協議

会における関係機関等との連携を通して、いじめの重大事態の調査を行

うための組織（第三者調査委員会等）の委員を確保するよう努めます。 

 

第２ いじめ防止等の対策 

 １ いじめ防止等の町の組織 

 （１）「四万十町いじめ問題対策連絡協議会」について 

 町は、いじめを防ぐために関係する機関や団体との連携を図るため、

条例により、町長部局、町教育委員会、学校、警察、児童相談所、地方

法務局、弁護士や心理・福祉の専門家等に係る職能団体、ＰＴＡなどか

ら構成される「四万十町いじめ問題対策連絡協議会」を定期的に行って

います。 

 

 

 また、町教育委員会は、いじめ問題対策連絡協議会における関係機関

等との連携を通して、いじめの重大事態の調査を行うための組織（第三

者調査委員会等）の委員を確保するよう努めます。 

 

（２）教育委員会の附属機関について 

 県は、この基本方針に基づくいじめを防ぐための取組を実効的に行う

ため、条例により、教育委員会に附属機関を設置しています。この附属

機関は、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会とのスムーズな協力体

制のもとに、いじめを防ぐための調査研究を行い、有効な取組を検討す

るため専門的見地からの審議を行うことを目的としています。附属機関

のメンバーには専門的な知識や経験を有する第三者が入るようにし、公

平性・中立性が確保されるよう努めます。 

 

 また、県立学校で発生した重大事態（法第 28条に規定）に係る調査

を、県教育委員会が行う場合＊3、この附属機関が調査を行う組織とな

ります。 

（２）教育委員会の附属機関について 

 町は、この基本方針に基づくいじめを防ぐための取組を実効的に行う

ため、条例により、町教育委員会に附属機関を設置しています。この附

属機関は、町教育委員会といじめ問題対策連絡協議会とのスムーズな協

力体制のもとに、いじめを防ぐための調査研究を行い、有効な取組を検

討するため専門的見地からの審議を行うことを目的としています。附属

機関のメンバーには専門的な知識や経験を有する第三者が入るように

し、公平性・中立性が確保されるよう努めます。 

 

 また、 学校で発生した重大事態（法第 28 条に規定）に係る調査

を、町教育委員会が行う場合、この附属機関が調査を行う組織となりま

す。 

２ いじめ防止等のために県が行うこと 

（１）学校が中心となって進める取組への支援 

① いじめをさせない 

ア 子どもの心を育む教育 

○「夢」や「志」を呼び起こし、豊かな人間性を育む教育の推進 

 

 子どもが、それぞれの立場で自分のよさやこれから伸びる可能性があ

ることなどを含めて、自分自身のことをよく知り、集団の中での自分を

２ いじめ防止等のために県が行うこと 

（１）学校が中心となって進める取組への支援 

① いじめをさせない 

ア 子どもの心を育む教育 

○「夢」や「志」を呼び起こし、豊かな人間性を育む教育の推進 

 

 子どもが、それぞれの立場で自分のよさやこれから伸びる可能性があ

ることなどを含めて、自分自身のことをよく知り、集団の中での自分を
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しっかりと位置づけ、将来を切り拓いていく力を身に付ける取組が必要

です。そのためには、「人とつながり、人を思い、人に役立つ」という

ことを大事にしながら、それぞれの「夢」や「志」を育んでいかなけれ

ばなりません。そのために、「学力向上」「基本的生活習慣の確立＊4」

「社会性の育成」の３本柱の取組を通してキャリア教育を推進していき

ます。 

しっかりと位置づけ、将来を切り拓いていく力を身に付ける取組が必要

です。そのためには、「人とつながり、人を思い、人に役立つ」という

ことを大事にしながら、それぞれの「夢」や「志」を育んでいかなけれ

ばなりません。そのために、「学力向上」「基本的生活習慣の確立」「社

会性の育成」の３本柱の取組を通してキャリア教育を推進していきま

す。 

○ 自尊感情や豊かな感性を育む教育の推進 

 

   【道徳教育の充実】 

 学校間連携、家庭・地域と連携した市町村ぐるみの道徳教育を推進し

ます。県全体で家庭・地域と連携した道徳教育を推進し、子どもの道徳

性の向上を図ることでいじめと向き合う子どもを育てます。 

① 子どもの自尊感情や社会性、規範意識＊6、思いやり等の豊かな心

を育む。 

② 子どもがいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論するこ

とで、いじめに正面から向き合う姿勢を育む。 

   【分かる授業の実践】 

③ 子どもの豊かな情操や発達段階に応じたコミュニケーション能力、

読解力、思考力、判断力等を育む。 

④ 学力を向上させる取組やことばの力を高めるための読書活動、対

話・創作・表現活動等を取り入れる。 

 【自然体験活動、集団宿泊体験等の体験活動の推進】 

⑤ 生命や自然を大切にし、感動や感謝の心、社会性や規範意識等を育

てる。 

⑥ 子どもが互いに認め合い、励まし合い、支え合える共感的な人間関

係を育み、いじめの防止の基盤となる。 

○ 自尊感情や豊かな感性を育む教育の推進 

 

   【道徳教育の充実】 

 学校間連携、家庭・地域と連携した町ぐるみの道徳教育を推進しま

す。町全体で家庭・地域と連携した道徳教育を推進し、子どもの道徳性

の向上を図ることでいじめと向き合う子どもを育てます。 

① 子どもの自尊感情や社会性、規範意識、思いやり等の豊かな心を育

む。 

② 子どもがいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論するこ

とで、いじめに正面から向き合う姿勢を育む。 

   【分かる授業の実践】 

③ 子どもの豊かな情操や発達段階に応じたコミュニケーション能力、

読解力、思考力、判断力等を育む。 

④ 学力を向上させる取組やことばの力を高めるための読書活動、対

話・創作・表現活動等を取り入れる。 

 【自然体験活動、集団宿泊体験等の体験活動の推進】 

⑤ 生命や自然を大切にし、感動や感謝の心、社会性や規範意識等を育

てる。 

⑥ 子どもが互いに認め合い、励まし合い、支え合える共感的な人間関

係を育み、いじめの防止の基盤となる。 

○ 情報モラル教育の充実 

 

 インターネット上のいじめは、「外部から見えにくい」「匿名性が高

い」などの性質があるため、子どもが行動に移しやすい一方で、一度イ

ンターネット上で拡散してしまったいじめに係る画像、動画等の情報を

消去することは極めて困難です。軽い気持ちで行った行為がいじめの被

害者にとどまらず学校、家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能性

があることなど、深刻な影響を及ぼすことがあります。また、インター

○ 情報モラル教育の充実 

 

 インターネット上のいじめは、「外部から見えにくい」「匿名性が高

い」などの性質があるため、子どもが行動に移しやすい一方で、一度イ

ンターネット上で拡散してしまったいじめに係る画像、動画等の情報を

消去することは極めて困難です。軽い気持ちで行った行為がいじめの被

害者にとどまらず学校、家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能性

があることなど、深刻な影響を及ぼすことがあります。また、インター
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ネット上のいじめは、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償

請求の対象となり得ます。 

 

 このようなインターネット上のいじめの特質等を踏まえ、子どもに対

して、インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等

に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる取組を行いま

す。また、情報モラル教育を通した未然防止の取組として、教科等（保

健体育科、家庭科、技術・家庭科、道徳科、特別活動等、高等学校は公

民科、情報科を含む）を横断した取組の充実を推進するとともに、「情

報モラル教育実践事例集」「情報モラル教育実践ハンドブック」を活用

した情報モラル教育の充実を促進します。 

ネット上のいじめは、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償

請求の対象となり得ます。 

 

 このようなインターネット上のいじめの特質等を踏まえ、子どもに対

して、インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等

に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる取組を行いま

す。また、情報モラル教育を通した未然防止の取組として、教科等（保

健体育科、家庭科、技術・家庭科、道徳科、特別活動等 ）を横断した

取組の充実を推進するとともに、「情報モラル教育実践事例集」「情報モ

ラル教育実践ハンドブック」を活用した情報モラル教育の充実を促進し

ます。 

 

○ 法的な側面からいじめを考える教育の推進 

 

 いじめは人格を傷つける人権侵害行為であり、時には身体・生命・財

産の安全を脅かす犯罪行為にもなるという認識と、いじめを受けた子ど

もや、社会に対する行為の結果の顧慮と責任があるという自覚を持つよ

う働きかけることも必要です。そのような視点から、発達段階に応じ

て、弁護士等による法律的な視点からのいじめの未然防止教育を推進し

ていきます。 

 あわせて、子どものいじめ防止等の意識を高めるために、学校と警察

が連携していじめやインターネットの問題をテーマにした非行防止教室

等を開催します。 

○ 法的な側面からいじめを考える教育の推進 

 

 いじめは人格を傷つける人権侵害行為であり、時には身体・生命・財

産の安全を脅かす犯罪行為にもなるという認識と、いじめを受けた子ど

もや、社会に対する行為の結果の顧慮と責任があるという自覚を持つよ

う働きかけることも必要です。そのような視点から、発達段階に応じ

て、弁護士等による法律的な視点からのいじめの未然防止教育を推進し

ていきます。 

 あわせて、子どものいじめ防止等の意識を高めるために、学校と警察

が連携していじめやインターネットの問題をテーマにした非行防止教室

等を開催します。 

 

○ 人権感覚を育む人権教育の推進  

 

 子どもの人権が尊重され、安心して過ごせる環境をつくるために、す

べての教育活動を通じて人権教育を基盤とした学級づくり、学校づくり

に取り組む必要があります。そのために、子どもが自他の大切さを強く

自覚し、よさを認め合える人間関係を協力してつくることができるよう

に、子どもに関わる学校の教職員の人権感覚を育成するための研修機会

を積極的に提供します。 

 

○ 人権感覚を育む人権教育の推進  

 

 子どもの人権が尊重され、安心して過ごせる環境をつくるために、す

べての教育活動を通じて人権教育を基盤とした学級づくり、学校づくり

に取り組む必要があります。そのために、子どもが自他の大切さを強く

自覚し、よさを認め合える人間関係を協力してつくることができるよう

に、子どもに関わる学校の教職員の人権感覚を育成するための研修機会

を積極的に提供します。 

 

イ 子ども一人一人がもっている力の発揮 

 

イ 子ども一人一人がもっている力の発揮 
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 ○ 自己指導能力を獲得させる取組 

 

 いじめを生じさせないためには、全ての子どもにとって安全で安心な

学校づくり・学級づくりが必要です。また、学校生活のあらゆる場面

で、自己存在感を実感し、自己肯定感や自己有用感を高め、自分の大切

さとともに他の人の大切さを認めることができる人権感覚を育むことが

必要です。 

 そのため、学校の教育活動全体を通して、子どもが、深い自己理解に

基づき、主体的に自己実現の道を選び取ることができる自己指導能力を

身に付けさせることを意識した発達支持的生徒指導の充実の推進を図り

ます。 

 

 ○ 自己指導能力を獲得させる取組 

 

 いじめを生じさせないためには、全ての子どもにとって安全で安心な

学校づくり・学級づくりが必要です。また、学校生活のあらゆる場面

で、自己存在感を実感し、自己肯定感や自己有用感を高め、自分の大切

さとともに他の人の大切さを認めることができる人権感覚を育むことが

必要です。 

 そのため、学校の教育活動全体を通して、子どもが、深い自己理解に

基づき、主体的に自己実現の道を選び取ることができる自己指導能力を

身に付けさせることを意識した発達支持的生徒指導の充実の推進を図り

ます。 

○ 子どもの主体的な活動の推進 

 

 いじめを生じさせない・許さない学校づくりを推進するためには、次

のことが重要です。 

 

 ① 学級活動やホームルーム活動を通して、子どもの身の回りにある

問題について主体的に話し合い、問題解決していくこと 

 ②児童会・生徒会活動等を通して望ましい人間関係を形成し、集団の

一員としてよりよい学校づくりに主体的に参画すること 

 

 そのために、道徳科の授業はもとより、学級活動・ホームルーム活

動、児童会・生徒会活動等の特別活動において、子どもが自らいじめの

問題について考え、議論する活動を推進するとともに、「いじめ予防等

プログラム」の積極的活用について周知します。 

 

 また、いじめやインターネットの問題の未然防止や解決に向けて、各

学校の児童会・生徒会による実践交流や協議等を行ったり、インターネ

ットの適正利用に関するルールづくりが推進されたりするよう、子ども

の主体的な活動を支援します。 

 

 さらに、子どもが自らの考えを表現する機会のひとつとして人権作文

コンテスト等の積極的な周知を行います。そして、「学校いじめ防止基

○ 子どもの主体的な活動の推進 

 

 いじめを生じさせない・許さない学校づくりを推進するためには、次

のことが重要です。 

 

 ① 学級活動やホームルーム活動を通して、子どもの身の回りにある

問題について主体的に話し合い、問題解決していくこと 

 ②児童会・生徒会活動等を通して望ましい人間関係を形成し、集団の

一員としてよりよい学校づくりに主体的に参画すること 

 

 そのために、道徳科の授業はもとより、学級活動・ホームルーム活

動、児童会・生徒会活動等の特別活動において、子どもが自らいじめの

問題について考え、議論する活動を推進するとともに、「いじめ予防等

プログラム」の積極的活用について周知します。 

 

 また、いじめやインターネットの問題の未然防止や解決に向けて、各

学校の児童会・生徒会による実践交流や協議等を行ったり、インターネ

ットの適正利用に関するルールづくりが推進されたりするよう、子ども

の主体的な活動を支援します。 

 

 さらに、子どもが自らの考えを表現する機会のひとつとして人権作文

コンテスト等の積極的な周知を行います。そして、「学校いじめ防止基
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本方針」の見直し等に際し、子ども自身のいじめ防止に対する考えや意

見が反映されるような取組を推進・支援していきます。 

本方針」の見直し等に際し、子ども自身のいじめ防止に対する考えや意

見が反映されるような取組を推進・支援していきます。 

 

ウ  教職員の資質能力の向上 

 

 学校におけるいじめの未然防止の取組については、いじめの重大性を

全教職員が認識し、いじめの態様や特質、原因や背景、具体的ないじめ

の認知や指導上の留意点等について教職員の間で共通理解を図り、校長

を中心に組織的な協力体制を確立して実践に当たる必要があります。 

 

ウ  教職員の資質能力の向上 

 

 学校におけるいじめの未然防止の取組については、いじめの重大性を

全教職員が認識し、いじめの態様や特質、原因や背景、具体的ないじめ

の認知や指導上の留意点等について教職員の間で共通理解を図り、校長

を中心に組織的な協力体制を確立して実践に当たる必要があります。 

 

○ 校内研修の実施の促進 

 

 各学校で、年に複数回、全ての学校の教職員がいじめ防止対策推進法

の内容を理解するとともに、いじめに対する個々の教職員の認知力・対

応力・支援力の向上や、法的な考え方に基づく対応、学校としての組織

的な対応を図るための校内研修の実施を促すとともに、研修資料・情報

提供等の支援を行います。 

 

 また、いじめの態様に応じた適切な対処ができるよう、心理や福祉の

専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等を

活用した教職員のカウンセリング能力等の向上に向けた校内研修の推進

を図ります。 

 

 さらに、「Let’s feel じんけん」「いじめ予防等プログラム」「高

知県生徒指導ハンドブック」等、指導資料を活用した校内研修の実施の

促進・活性化に向けて、研修会等で具体的な活用方法の周知・普及を図

ります。 

○ 校内研修の実施の促進 

 

 各学校で、年に複数回、全ての学校の教職員がいじめ防止対策推進法

の内容を理解するとともに、いじめに対する個々の教職員の認知力・対

応力・支援力の向上や、法的な考え方に基づく対応、学校としての組織

的な対応を図るための校内研修の実施を促すとともに、研修資料・情報

提供等の支援を行います。 

 

 また、いじめの態様に応じた適切な対処ができるよう、心理や福祉の

専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等を

活用した教職員のカウンセリング能力等の向上に向けた校内研修の推進

を図ります。 

 

 さらに、「Let’s feel じんけん」「いじめ予防等プログラム」「高

知県生徒指導ハンドブック」等、指導資料を活用した校内研修の実施の

促進・活性化に向けて、研修会等で具体的な活用方法の周知・普及を図

ります。 

○ 集合研修の充実   

 

 子どものモデルとなる教職員の人権感覚を育成するため、教育センタ

ー等での研修を系統的・計画的に実施します。また、管理職等を対象

に、人権教育の推進に関する研修を実施し、いじめをさせない体制の充

実を図ります。 

○ 集合研修の充実 

 

 子どものモデルとなる教職員の人権感覚を育成するため、教育センタ

ー等での研修を系統的・計画的に実施します。また、管理職等を対象

に、人権教育の推進に関する研修を実施し、いじめをさせない体制の充

実を図ります。 

○ 障害のある子どもに対する指導の在り方についての理解 

 

○ 障害のある子どもに対する指導の在り方についての理解 
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 発達障害を含む障害のある子どもが、周囲の子どもに十分に理解され

ず、いじめの「被害」を受けないよう、学校の教職員を中心とした周り

の大人が最大限の支援を行わなければなりません。 

 

 そのためには、教育的な活動を通して障害に対する理解を周囲に促し

ていくことが大切です。あわせて障害のある子どもだけでなく、生活の

中でつまずきやすい子どもを含めた、すべての子どもが互いの特性を理

解し合い、助け合ってともに伸びていこうとする学級集団づくりを行う

必要があります。 

 

 また、障害のある子どもに対して、一人一人の教育的ニーズに応じた

効果的な支援や指導を行うために、「個別の指導計画」や「個別の教育

支援計画」を作成する等、早期からの支援体制を一層整備します。ま

た、「就学時引き継ぎシート」「支援引き継ぎシート」を活用した校種間

の引継ぎなどを効果的に利用し、特別支援教育のさらなる充実を図りま

す。 

 発達障害を含む障害のある子どもが、周囲の子どもに十分に理解され

ず、いじめの「被害」を受けないよう、学校の教職員を中心とした周り

の大人が最大限の支援を行わなければなりません。 

 

 そのためには、教育的な活動を通して障害に対する理解を周囲に促し

ていくことが大切です。あわせて障害のある子どもだけでなく、生活の

中でつまずきやすい子どもを含めた、すべての子どもが互いの特性を理

解し合い、助け合ってともに伸びていこうとする学級集団づくりを行う

必要があります。 

 

 また、障害のある子どもに対して、一人一人の教育的ニーズに応じた

効果的な支援や指導を行うために、「個別の指導計画」や「個別の教育

支援計画」を作成する等、早期からの支援体制を一層整備します。ま

た、「就学時引き継ぎシート」「支援引き継ぎシート」を活用した校種間

の引継ぎなどを効果的に利用し、特別支援教育のさらなる充実を図りま

す。 

② いじめに気づく 

ア  いじめの実態をつかむ 

 

 各学校において、年２回以上、県教育委員会が作成した「いじめアン

ケート」による調査を実施するとともに、各学校の実情に応じて、ＩＣ

Ｔの活用、個別面談、日記や家庭訪問などさまざまな取組を組み合わせ

て、いじめの認知に努めるよう求めます。また、子ども一人一人の状態

を知り、いじめの早期発見にもつながるよう、学習支援プラットフォー

ム「きもちメーター」の活用促進を図ります。そして、学校における定

期的なアンケート調査や個人面談の取組状況等については、点検を行い

ます。 

 

 さらに、いじめの重大事態化を防ぐため、子どもがいじめの被害を受

けた時に、誰にどうやって助けを求めたらよいか、具体的かつ実践的な

方法や、いじめのことで友人に助けを求められた時に、どのように対応

したらよいのかを学ぶ「ＳＯＳの出し方教育」を推進します。 

② いじめに気づく 

ア  いじめの実態をつかむ 

 

 各学校において、年２回以上、県教育委員会が作成した「いじめアン

ケート」による調査を実施するとともに、Ｑ－Ｕ質問紙や体罰調査等の

結果や、各学校の実情に応じて、ＩＣＴの活用、個別面談、日記や家庭

訪問などさまざまな取組を組み合わせて、いじめの認知に努めるよう求

めます。また、子ども一人一人の状態を知り、いじめの早期発見にもつ

ながるよう、学習支援プラットフォーム「きもちメーター」の活用促進

を図ります。そして、学校における定期的なアンケート調査や個人面談

の取組状況等については、点検を行います。 

 

 さらに、いじめの重大事態化を防ぐため、子どもがいじめの被害を受

けた時に、誰にどうやって助けを求めたらよいか、具体的かつ実践的な

方法や、いじめのことで友人に助けを求められた時に、どのように対応

したらよいのかを学ぶ「ＳＯＳの出し方教育」を推進します。 

 

イ みんなが安心して相談できる環境づくり 

 

イ みんなが安心して相談できる環境づくり 
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 心の教育センターのワンストップ＆トータルな相談支援体制の充実を

図るとともに、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの

配置拡充により、各学校における校内支援会の充実などチーム学校によ

る組織的な校内支援体制の確立を図ります。そして、「いじめをさせな

い」取組や「いじめに気づく」取組を通して、いじめの早期解決につな

げます。組織的な支援を進めるにあたっては、些細なことでも報告し、

常に問題を学校全体で共有できる雰囲気や、対応について困った時に、

具体的な助言や助力をしてもらえる等、受容的・支持的・相互扶助的人

間関係が形成されるよう啓発を行います。 

 

 また、心の教育センター、少年サポートセンター、児童相談所等にお

ける相談や、「24 時間子どもＳＯＳダイヤル」「ＳＮＳ等を活用した相

談」の実施により、常時いじめの相談に応じることができる体制を整備

し、子どもから活用されるよう、積極的に知らせていきます。特に、ス

クールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーが、学校のいじめ対

策組織のメンバーとなっている場合は、自らその一員であることを子ど

も、保護者等に積極的に伝える取組を行います。 

 

 なお、周知の際には子どもに対し、自ら周囲に援助を求めることの重

要性を理解させるよう努めます。 

 心の教育センターのワンストップ＆トータルな相談支援体制の充実を

図るとともに、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの

配置拡充により、各学校における校内支援会の充実などチーム学校によ

る組織的な校内支援体制の確立を図ります。そして、「いじめをさせな

い」取組や「いじめに気づく」取組を通して、いじめの早期解決につな

げます。組織的な支援を進めるにあたっては、些細なことでも報告し、

常に問題を学校全体で共有できる雰囲気や、対応について困った時に、

具体的な助言や助力をしてもらえる等、受容的・支持的・相互扶助的人

間関係が形成されるよう啓発を行います。 

 

 また、心の教育センター、少年サポートセンター、児童相談所等にお

ける相談や、「24 時間子どもＳＯＳダイヤル」「ＳＮＳ等を活用した相

談」の実施により、常時いじめの相談に応じることができる体制を整備

し、子どもから活用されるよう、積極的に知らせていきます。特に、ス

クールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーが、学校のいじめ対

策組織のメンバーとなっている場合は、自らその一員であることを子ど

も、保護者等に積極的に伝える取組を行います。 

 

 なお、周知の際には子どもに対し、自ら周囲に援助を求めることの重

要性を理解させるよう努めます。 

ウ 関係機関と子どもを見守る体制づくり 

 

 学校では取り扱いの判断が困難な事例も想定されるため、学校及び教

育委員会等の学校の設置者と警察との日常的な情報共有体制の構築を促

進します。また、法務少年支援センター等の関係機関との連携の強化を

図ります。 

 

ウ 関係機関と子どもを見守る体制づくり 

 

 学校では取り扱いの判断が困難な事例も想定されるため、学校及び町

教育委員会と警察との日常的な情報共有体制の構築を促進します。ま

た、法務少年支援センター等の関係機関との連携の強化を図ります。 

 

③ いじめに対応する  

 ア 「緊急学校支援チーム」による支援 

 

 学校において、いじめにより子どもの生命に関わるような緊急事案が

発生した場合や、学校だけでは解決が困難な事案について、学校の求め

に応じて、指導主事等の職員、臨床心理士、弁護士、教員経験者、警察

経験者等で構成された「緊急学校支援チーム」等を派遣します。そし

て、子どもやその保護者及び教職員の心の安定を図るとともに、日常の

③ いじめに対応する  

 ア 「緊急学校支援チーム」による支援 

 

 学校において、いじめにより子どもの生命に関わるような緊急事案が

発生した場合や、学校だけでは解決が困難な事案について、学校の求め

に応じて、指導主事等の職員、臨床心理士、弁護士、教員経験者、警察

経験者等で構成された「緊急学校支援チーム」等の派遣を県に要請しま

す。そして、子どもやその保護者及び教職員の心の安定を図るととも
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学校生活への回復に向けた助言を行い、適切に支援を行います。なお、

学校に対し、いじめへの対処の際にこれらの支援を行うことを、予め周

知しておきます。 

に、日常の学校生活への回復に向けた助言を行い、適切に支援を行いま

す。なお、学校に対し、いじめへの対処の際にこれらの支援を行うこと

を、予め周知しておきます。 

イ インターネット上のいじめへの対応 

 

 インターネットを通じて行われるいじめを監視する学校ネットパトロ

ールの実施などにより、インターネット上のいじめに早く気づき、解決

するための体制整備を図ります。 

イ インターネット上のいじめへの対応 

 

 インターネットを通じて行われるいじめを監視する学校ネットパトロ

ールの実施などにより、インターネット上のいじめに早く気づき、解決

するための体制整備を図ります。 

（２）教職員が子どもと向き合える体制づくり 

 

 教職員が子どもたちとしっかり向き合い、保護者、地域住民、関係機

関等との連携を図りつつ、いじめの防止等に学校として一丸となって組

織的に取り組んでいくことができるような学校指導体制の整備が重要で

す。そのために、生徒指導に係る体制等の充実のための教諭や養護教諭

その他の教職員の配置、いじめ防止を含む教育相談に応じるスクールカ

ウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置、いじめへの対処に関

し、助言を行うために学校の求めに応じて派遣される弁護士等の確保

等、必要な措置を講じます。 

 

 また、部活動休養日の設定、運動部活動支援員等の配置、教職員が行

う業務の明確化を含む業務分担の軽減を図ります。 

 

 さらに、学校において対応が難しい事案について、スクールロイヤー

制度を活用するなど、初期対応の段階のみならず、予防的にも活用する

ことができる法務相談体制を構築し、周知と活用の促進を図ります。 

（２）教職員が子どもと向き合える体制づくり 

 

 教職員が子どもたちとしっかり向き合い、保護者、地域住民、関係機

関等との連携を図りつつ、いじめの防止等に学校として一丸となって組

織的に取り組んでいくことができるような学校指導体制の整備が重要で

す。そのために、生徒指導に係る体制等の充実のための教諭や養護教諭

その他の教職員の配置、いじめ防止を含む教育相談に応じるスクールカ

ウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置、いじめへの対処に関

し、助言を行うために学校の求めに応じて派遣される弁護士等の確保

等、必要な措置を講じます。 

 

 また、部活動休養日の設定、運動部活動支援員等の配置、教職員が行

う業務の明確化を含む業務分担の軽減を図ります。 

 

 さらに、学校において対応が難しい事案について、スクールロイヤー

制度を活用するなど、初期対応の段階のみならず、予防的にも活用する

ことができる法務相談体制を構築し、周知と活用の促進を図ります。 

 （３）学校、家庭、地域、関係機関が協力し進める取組 

① ＰＴＡや地域が協力する 

 

 ＰＴＡや地域の関係団体と連携し、いじめの背景となっている子ども

を取り巻く諸問題や、子どものサインに気づく方法、法の趣旨及び法に

基づく対応などについて、「いじめ予防等プログラム」を活用した研修

の機会を設けるといった、いじめの問題について家庭、地域と連携した

取組を推進します。また、いつでも悩みを相談できる県内の相談事業に

関する周知を図ります。 

 

 （３）学校、家庭、地域、関係機関が協力し進める取組 

① ＰＴＡや地域が協力する 

 

 ＰＴＡや地域の関係団体と連携し、いじめの背景となっている子ども

を取り巻く諸問題や、子どものサインに気づく方法、法の趣旨及び法に

基づく対応などについて、「いじめ予防等プログラム」を活用した研修

の機会を設けるといった、いじめの問題について家庭、地域と連携した

取組を推進します。また、いつでも悩みを相談できる県内の相談事業に

関する周知を図ります。 
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 また、インターネット問題は、ＳＮＳ等、多くの人が目にする場所で

発生することが多く、本人や保護者の訴えのみならず、ネットパトロー

ル等、外部の機関の協力を得ることも重要な方策です。加えて、学校、

家庭、地域が連携して取り組む必要があります。インターネットの危険

性の周知のみならず、危険を回避するためのフィルタリングの設定やル

ールづくり等、子どもが安全に安心してインターネットを利用できるよ

う、保護者に対する啓発活動を行い、インターネットの適正利用に関す

るＰＴＡや家庭でのルールづくりを推進します。 

 

 また、インターネット問題は、ＳＮＳ等、多くの人が目にする場所で

発生することが多く、本人や保護者の訴えのみならず、ネットパトロー

ル等、外部の機関の協力を得ることも重要な方策です。加えて、学校、

家庭、地域が連携して取り組む必要があります。インターネットの危険

性の周知のみならず、危険を回避するためのフィルタリングの設定やル

ールづくり等、子どもが安全に安心してインターネットを利用できるよ

う、保護者に対する啓発活動を行い、インターネットの適正利用に関す

るＰＴＡや家庭でのルールづくりを推進します。 

 

③ 地域全体で子どもの育ちを支える仕組みづくり 

 

 放課後等に子どもたちが安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行

うことができるよう、放課後子ども教室及び放課後児童クラブの設置を

促進するとともに、地域住民の参画を得て、基本的生活習慣の獲得や社

会性の育成など子どもたちの成長を支える活動を支援します。 

  

 また、学校と地域が連携・協働し、地域全体で子どもたちを見守り育

てる体制づくりを推進するため、地域学校協働本部の活動内容の充実等

に取り組みます。 

 

 さらに、民生委員・児童委員や主任児童委員が日頃から学校と関わり

を持ち、厳しい環境に置かれている子どもを学校と地域が連携して見守

る体制を強化した、高知県版地域学校協働本部への展開を推進します。 

 

 そして、子どもや保護者の居場所となるとともに、地域における見守

りの場としての機能が期待される「子ども食堂」の設置や運営への支援

を行います。 

 

③ 地域全体で子どもの育ちを支える仕組みづくり 

 

 放課後等に子どもたちが安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行

うことができるよう、放課後子ども教室及び放課後児童クラブの活動を

支援するとともに、地域住民の参画を得て、基本的生活習慣の獲得や社

会性の育成など子どもたちの成長を支える活動を支援します。 

 

 また、学校と地域が連携・協働し、地域全体で子どもたちを見守り育

てる体制づくりを推進するため、地域学校協働本部の活動内容の充実等

に取り組みます。 

 

 さらに、民生委員・児童委員や主任児童委員が日頃から学校と関わり

を持ち、厳しい環境に置かれている子どもを学校と地域が連携して見守

る体制を強化した、高知県版地域学校協働本部への展開を推進します。 

 

 そして、子どもや保護者の居場所となるとともに、地域における見守

りの場としての機能が期待される「子ども食堂」の支援を行います。 

 

④ 幼児期の教育におけるいじめをさせない取組の推進 

 

 いじめ予防等のためには、幼児期の教育においても、発達段階に応じ

て、幼児が他の幼児と関わる中で相手を尊重する気持ちを持って行動で

きるよう、取組を促します。また、保育者や保護者に対する「いじめを

させない」ための、幼児への関わりの重要性について理解を深める取組

を行います。 

④ 幼児期の教育におけるいじめをさせない取組の推進 

 

 いじめ予防等のためには、幼児期の教育においても、発達段階に応じ

て、幼児が他の幼児と関わる中で相手を尊重する気持ちを持って行動で

きるよう、取組を促します。また、保育者や保護者に対する「いじめを

させない」ための、幼児への関わりの重要性について理解を深める取組

を行います。 
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（４）市町村教育委員会との協力 

 

 域内の市町村におけるいじめの防止等のための取組を推進するため、

市町村の広域連携の枠組も活用しながら、必要な指導助言や情報提供を

行うとともに、市町村（学校組合）教育委員会に対して、必要な財政上

の支援や人的体制の整備等に努めます。特に、本県には小規模の町村が

多く、組織の構成員になり得る外部専門家等の人材が限られることが想

定されることから、市町村と外部専門家等の関係団体との円滑な連携が

図られるよう支援に努めます。 

 

（４）県教育委員会への協力要請 

 

 町におけるいじめの防止等のための取組を推進するため、広域連携の

枠組も活用しながら、必要な指導助言や情報提供の要請を行うととも

に、県教育委員会に対して、必要な財政上の支援や人的体制の整備等に

協力を求めます。特に、組織の構成員になり得る外部専門家等の人材が

限られることから、外部専門家等の関係団体との円滑な連携が図られる

よう支援の要請に努めます。 

 

（５）学校評価を行う時に気をつけること 

 

 学校評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、学校評価

の目的を踏まえ、「いじめがあるかどうか」や「いじめが多いか少ない

か」のみを評価するのは望ましくありません。日常の子ども理解、「い

じめをさせない」取組や早期に「いじめに気づく」取組、いじめが発生

した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等が評価されることを

教職員に周知徹底することが必要です。そして、子どもや地域の状況を

十分踏まえて目標を立て、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を

評価し、評価結果を踏まえてその改善に取り組むようにしなければなり

ません。 

 

 したがって、学校いじめ防止基本方針に基づく取組（いじめが起きに

くい・いじめを許さない環境づくり、いじめを早く見つけ解決するため

のマニュアルの実行、定期的・必要に応じたアンケート、個人面談・保

護者面談の実施、校内研修の実施等）の実施状況を学校評価の評価項目

に位置付けるよう、各学校に対して必要な指導・助言を行います。 

 

（５）学校評価を行う時に気をつけること 

 

 学校評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、学校評価

の目的を踏まえ、「いじめがあるかどうか」や「いじめが多いか少ない

か」のみを評価するのは望ましくありません。日常の子ども理解、「い

じめをさせない」取組や早期に「いじめに気づく」取組、いじめが発生

した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等が評価されることを

教職員に周知徹底することが必要です。そして、子どもや地域の状況を

十分踏まえて目標を立て、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を

評価し、評価結果を踏まえてその改善に取り組むようにしなければなり

ません。 

 

 したがって、学校いじめ防止基本方針に基づく取組（いじめが起きに

くい・いじめを許さない環境づくり、いじめを早く見つけ解決するため

のマニュアルの実行、定期的・必要に応じたアンケート、個人面談・保

護者面談の実施、校内研修の実施等）の実施状況を学校評価の評価項目

に位置付けるよう、各学校に対して必要な指導・助言を行います。 

 

（６）県民のいじめ問題への関心を高め、正しい理解を深める取組の推

進 

 保護者や地域住民など県民に広く、本基本方針やいじめ防止等の取組

についての理解を促すよう、各学校の生徒代表による意見交流会の開催

やポスターやリーフレットの配布などにより、広報啓発の充実を図りま

す。 

 

（６）町民のいじめ問題への関心を高め、正しい理解を深める取組の推

進 

 保護者や地域住民など町民に広く、本基本方針やいじめ防止等の取組

についての理解を促すよう、 ポスターやリーフレットの配布などによ

り、広報啓発の充実を図ります。 
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 また、いじめの問題をはじめとする「子どもの人権」等に関する研

修・啓発及び広報活動を充実させます。 

 また、いじめの問題をはじめとする「子どもの人権」等に関する研

修・啓発及び広報活動を充実させます。 

（７）私立学校に対する支援 

① 人権教育の推進   

  私立学校における人権教育の推進を図るため、人権教育指導員の訪

問による助言・指導や学校の教職員に対する研修を実施し、学校の取

組を支援します。 

② いじめ防止等の取組の推進 

  私立学校におけるいじめの防止等のための取組を推進するため、私

立学校に対して、必要な情報提供及び財政上の支援を行います。 

  また、定期的なアンケート調査や、個人面談の取組状況等を把握す

るとともに、重大事態があった場合等に適切に対応できるよう、県の

体制を整備します。 

（なし） 
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高知県（R06 改定） 四万十町（R06 年度） 

３ いじめ防止等のために学校が行うこと 

 

 学校は、いじめの防止等のため、学校いじめ防止基本方針に基づき、

いじめの防止等の取組のための組織を中核として、校長の強力なリーダ

ーシップのもと、一致協力体制を確立することが大切です。また、学校

の設置者とも適切に連携のうえ、学校の実情に応じた取組を推進するこ

とが必要です。 

 

３ いじめ防止等のために学校が行うこと 

 

 学校は、いじめの防止等のため、学校いじめ防止基本方針に基づき、

いじめの防止等の取組のための組織を中核として、校長の強力なリーダ

ーシップのもと、一致協力体制を確立することが大切です。また、町教

育委員会とも適切に連携のうえ、学校の実情に応じた取組を推進するこ

とが必要です。 

 

（１）学校いじめ防止基本方針をつくる 

① 学校いじめ防止基本方針に必要なこと 

 

 各学校は、国の基本方針又は高知県基本方針を参酌し、自らの学校と

して、どのようにいじめの防止等の取組を行うかについての基本的な方

向や、取組の内容等を「学校いじめ防止基本方針」として定めます。 

 

 学校いじめ防止基本方針を定める意義としては、次のようなものがあ

ります。 

 

（１）学校いじめ防止基本方針をつくる 

① 学校いじめ防止基本方針に必要なこと 

 

 各学校は、国、県及び町の基本方針を参酌し、自らの学校として、ど

のようにいじめの防止等の取組を行うかについての基本的な方向や、取

組の内容等を「学校いじめ防止基本方針」として定めます。 

 

 学校いじめ防止基本方針を定める意義としては、次のようなものがあ

ります。 

 

○ 学校いじめ防止基本方針に基づく対応が徹底されることにより、教

職員がいじめを抱え込まず、かつ、学校のいじめへの対応が個々の教

職員による対応ではなく学校組織として一貫した対応となります。 

 

○ 学校いじめ防止基本方針に基づく対応が徹底されることにより、教

職員がいじめを抱え込まず、かつ、学校のいじめへの対応が個々の教

職員による対応ではなく学校組織として一貫した対応となります。 

 

○ いじめの発生時における学校の対応をあらかじめ示すことは、子ど

も及びその保護者に対し、子どもが学校生活を送る上での安心感を与

えるとともに、いじめの加害行為の抑止につながります。 

 

○ いじめの発生時における学校の対応をあらかじめ示すことは、子ど

も及びその保護者に対し、子どもが学校生活を送る上での安心感を与

えるとともに、いじめの加害行為の抑止につながります。 

 

○ 学校いじめ防止基本方針の見直しに際し、子どもの意見を取り入れ

ることにより、子どもがいじめ問題についての意見を表明し、いじめ

防止の取組に主体的に参画することにつながります。 

 

○ 学校いじめ防止基本方針の見直しに際し、子どもの意見を取り入れ

ることにより、子どもがいじめ問題についての意見を表明し、いじめ

防止の取組に主体的に参画することにつながります。 

 

○ いじめた子どもへの成長支援の観点を基本方針に位置付け、厳しく

指導する側面だけではなく、いじめた子どもが内面に抱える不安や不

満、ストレスなどを受け止めるといった、寄り添う姿勢を心がけるこ

○ いじめた子どもへの成長支援の観点を基本方針に位置付け、厳しく

指導する側面だけではなく、いじめた子どもが内面に抱える不安や不

満、ストレスなどを受け止めるといった、寄り添う姿勢を心がけるこ
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とにより、「いじめをしない子ども」へと成長できる、いじめた子ど

もへの支援につながります。 

 

とにより、「いじめをしない子ども」へと成長できる、いじめた子ど

もへの支援につながります。 

 

 学校いじめ防止基本方針には、いじめをさせない取組、いじめを早く

見つけ解決する取組の在り方、教育相談体制、生徒指導体制、教職員の

資質向上に資する校内研修の充実、いじめを早く見つけるためにいじめ

発生から必要な情報共有を図ることができるよう、日常からの関係機関

との連携の在り方など、いじめをさせない、いじめを早く見つけ解決す

るなどいじめの防止等全体に係る内容であることが必要です。 

 

 その中核としては、「いじめに向かわない態度・能力の育成」及び

「いじめが起きにくく、いじめを許さない環境づくり」のために、年間

の学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組が体系

的・計画的に行われるよう、包括的な取組の方針を定め、その具体的な

指導内容のプログラム化を図ること（「学校いじめ防止プログラム」の

策定等）が必要です。 

 

 また、ＩＣＴの活用を含めた、アンケート、いじめの通報、情報共

有、適切な対処等のあり方についてのマニュアルを定めること（「いじ

めを早く見つけ解決するためのマニュアル」の策定等）や、それを徹底

するため、「チェックリストを作成・共有して全学校の教職員で実施す

る」などといったような具体的な取組を盛り込む必要があります。そし

て、これらの学校いじめ防止基本方針の中心的な事項は、同時に学校い

じめ対策組織の取組によるいじめをさせない、いじめを早く見つけ解決

するための行動計画となるよう、教職員の資質能力向上を図る校内研修

の取組も含めて、年間を通した当該組織の活動が具体的に記載されるも

のとします。 

 

 さらに、いじめた子どもに対する成長支援の観点から、いじめた子ど

もが抱える問題を解決するための具体的な対応方針を定めることも望ま

しいです。 

 

 加えて、より実効性の高い取組を実施するため、学校いじめ防止基本

方針が、当該学校の実情に即して適切に機能しているかを学校いじめ対

 学校いじめ防止基本方針には、いじめをさせない取組、いじめを早く

見つけ解決する取組の在り方、教育相談体制、生徒指導体制、教職員の

資質向上に資する校内研修の充実、いじめを早く見つけるためにいじめ

発生から必要な情報共有を図ることができるよう、日常からの関係機関

との連携の在り方など、いじめをさせない、いじめを早く見つけ解決す

るなどいじめの防止等全体に係る内容であることが必要です。 

 

 その中核としては、「いじめに向かわない態度・能力の育成」及び

「いじめが起きにくく、いじめを許さない環境づくり」のために、年間

の学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組が体系

的・計画的に行われるよう、包括的な取組の方針を定め、その具体的な

指導内容のプログラム化を図ること（「学校いじめ防止プログラム」の

策定等）が必要です。 

 

 また、ＩＣＴの活用を含めた、アンケート、いじめの通報、情報共

有、適切な対処等のあり方についてのマニュアルを定めること（「いじ

めを早く見つけ解決するためのマニュアル」の策定等）や、それを徹底

するため、「チェックリストを作成・共有して全学校の教職員で実施す

る」などといったような具体的な取組を盛り込む必要があります。そし

て、これらの学校いじめ防止基本方針の中心的な事項は、同時に学校い

じめ対策組織の取組によるいじめをさせない、いじめを早く見つけ解決

するための行動計画となるよう、教職員の資質能力向上を図る校内研修

の取組も含めて、年間を通した当該組織の活動が具体的に記載されるも

のとします。 

 

 さらに、いじめた子どもに対する成長支援の観点から、いじめた子ど

もが抱える問題を解決するための具体的な対応方針を定めることも望ま

しいです。 

 

 加えて、より実効性の高い取組を実施するため、学校いじめ防止基本

方針が、当該学校の実情に即して適切に機能しているかを学校いじめ対
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策組織を中心に点検し、必要に応じて見直す、というＰＤＣＡ サイク

ルを、学校いじめ防止基本方針に盛り込んでおく必要があります。 

 

 そのために、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を、学

校評価の評価項目に位置付けます。また、いじめの防止等のための取組

（いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり、いじめを早く見

つけ解決するためのマニュアルの実行、定期的・必要に応じたアンケー

ト、個人面談・保護者面談の実施、校内研修の実施等）についての達成

目標を設定し、学校評価において目標の達成状況を評価します。そし

て、各学校は、評価結果を踏まえ、学校におけるいじめの防止等のため

の取組の改善を図る必要があります。 

 

策組織を中心に点検し、必要に応じて見直す、というＰＤＣＡ サイク

ルを、学校いじめ防止基本方針に盛り込んでおく必要があります。 

 

 そのために、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を、学

校評価の評価項目に位置付けます。また、いじめの防止等のための取組

（いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり、いじめを早く見

つけ解決するためのマニュアルの実行、定期的・必要に応じたアンケー

ト、個人面談・保護者面談の実施、校内研修の実施等）についての達成

目標を設定し、学校評価において目標の達成状況を評価します。そし

て、各学校は、評価結果を踏まえ、学校におけるいじめの防止等のため

の取組の改善を図る必要があります。 

 

② 学校いじめ防止基本方針をつくる時に気をつけること 

 

 学校いじめ防止基本方針の策定・見直しを行うに当たっては、子ど

も、保護者、地域住民にとって分かりやすい表現を心がけることが大切

です。あわせて方針を検討する段階から保護者、地域住民、関係機関等

が参加した学校いじめ防止基本方針になるようにすることが、学校の取

組を円滑に進めていくうえでも有効です。これらの関係者と協議を重ね

ながら具体的ないじめ防止等の取組についての連携について定めること

が望ましいです。また、学校いじめ防止基本方針の策定・見直しに際

し、いじめの防止等について子どもの主体的で積極的な参加を促し、子

どもの意見を取り入れるなど、子どもがいじめの問題を自分のこととし

て考え、議論し、自分たちの意見を表明する機会を確保できるようにし

ます。 

 さらに、策定・見直しをした学校いじめ防止基本方針については、各

学校のホームページへの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が

学校いじめ防止基本方針の内容を確認できるようにし、その内容を、必

ず入学時・各年度の開始時に子ども、保護者、関係機関等に説明しま

す。 

② 学校いじめ防止基本方針をつくる時に気をつけること 

 

 学校いじめ防止基本方針の策定・見直しを行うに当たっては、子ど

も、保護者、地域住民にとって分かりやすい表現を心がけることが大切

です。あわせて方針を検討する段階から保護者、地域住民、関係機関等

が参加した学校いじめ防止基本方針になるようにすることが、学校の取

組を円滑に進めていくうえでも有効です。これらの関係者と協議を重ね

ながら具体的ないじめ防止等の取組についての連携について定めること

が望ましいです。また、学校いじめ防止基本方針の策定・見直しに際

し、いじめの防止等について子どもの主体的で積極的な参加を促し、子

どもの意見を取り入れるなど、子どもがいじめの問題を自分のこととし

て考え、議論し、自分たちの意見を表明する機会を確保できるようにし

ます。 

 さらに、策定・見直しをした学校いじめ防止基本方針については、各

学校のホームページへの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が

学校いじめ防止基本方針の内容を確認できるようにし、その内容を、必

ず入学時・各年度の開始時に子ども、保護者、関係機関等に説明しま

す。 

 

（２）学校にある「いじめの防止等の取組のための組織」 

 

 学校は、学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うた

めの「組織（学校いじめ対策組織）」を置きます。 

（２）学校にある「いじめの防止等の取組のための組織」 

 

 学校は、学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うた

めの「組織（学校いじめ対策組織）」を置きます。 
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① 組織（学校いじめ対策組織）の役割 

 学校いじめ対策組織は、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取

り組むに当たって中核となる役割を担います。具体的には、次に掲げる

役割が挙げられます。 

 

① 組織（学校いじめ対策組織）の役割 

 学校いじめ対策組織は、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取

り組むに当たって中核となる役割を担います。具体的には、次に掲げる

役割が挙げられます。 

 

【いじめをさせない】 

○ いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを担う役割 

 

【いじめをさせない】 

○ いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを担う役割 

 

〇 インターネット上のいじめをはじめとする、学校だけでは取り扱い

の判断が困難な事例も想定されることから、いじめをさせない取組の段

階においても、スクールサポーター制度の活用等、日頃から警察との情

報共有を行う体制を構築する役割 

 

〇 インターネット上のいじめをはじめとする、学校だけでは取り扱い

の判断が困難な事例も想定されることから、いじめをさせない取組の段

階においても、スクールサポーター制度の活用等、日頃から警察との情

報共有を行う体制を構築する役割 

 

【いじめに気づく・いじめに対応する】 

 

○ いじめに早く気づくため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口と

しての役割 

 

【いじめに気づく・いじめに対応する】 

 

○ いじめに早く気づくため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口と

しての役割 

 

○ いじめに早く気づき、解決するため、いじめの疑いに関する情報や

子どもの問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割 

 

○ いじめに早く気づき、解決するため、いじめの疑いに関する情報や

子どもの問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割 

 

○ いじめに係る情報（いじめが疑われる情報や子ども間の人間関係に

関する悩みを含む。）があった時に緊急会議を開催するなど、情報の

迅速な共有、及び関係する子どもに対するアンケート調査、聞き取り

調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割 

 

○ いじめに係る情報（いじめが疑われる情報や子ども間の人間関係に

関する悩みを含む。）があった時に緊急会議を開催するなど、情報の

迅速な共有、及び関係する子どもに対するアンケート調査、聞き取り

調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割 

 

○ いじめられた子どもに対する支援や、いじめた子どもに対する指導

の体制、対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実

施するための中核としての役割 

 

○ いじめられた子どもに対する支援や、いじめた子どもに対する指導

の体制、対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実

施するための中核としての役割 

 

【学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組】 

 

○ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の

作成・実行・検証・修正を行う役割 

【学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組】 

 

○ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の

作成・実行・検証・修正を行う役割 
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○ 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止

等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する役割 

 

○ 学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能して

いるかについての点検を行い、学校いじめ防止基本方針の見直しを行

う役割（ＰＤＣＡサイクルの実行を含む。） 

 

などが想定されます。 

 

○ 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止

等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する役割 

 

○ 学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能して

いるかについての点検を行い、学校いじめ防止基本方針の見直しを行

う役割（ＰＤＣＡサイクルの実行を含む。） 

 

などが想定されます。 

 

 「いじめが起きにくく、いじめを許さない環境づくり」を実効的に行

うためには、学校いじめ対策組織は、子ども及び保護者が、この組織が

校内に存在していることや、どんな活動をしているのかが分かるように

する取組（例えば、全校集会の際にいじめ対策組織の教職員が子どもの

前で取組を説明する等）を実施する必要があります。また、いじめを早

く見つけるためには、学校いじめ対策組織は、いじめを受けた子どもを

徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口で

あることを子どもが認識するようにしていく必要があります。 

 なお、県教育委員会は所管する学校を、私立学校については私学・大

学支援課が、以上の組織の役割が果たされているかどうか確認し、必要

な指導・助言を行います。 

 

 さらに、子どもに対する定期的なアンケートを実施する際に、子ども

が学校いじめ対策組織が校内にあるということや、その活動内容等につ

いて具体的に分かっているかどうかを調査し、取組の改善につなげるこ

とも有効です。 

 

 学校いじめ対策組織は、いじめの防止等の中核となる組織として、的

確にいじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報を基に、組織

的に対応できるような体制を整えることが必要です。特に、事実関係の

把握、いじめであるか否かの判断は組織的に行うことが必要であり、こ

の組織が、情報の収集と記録、共有を行う役割を担うため、教職員は、

子どもの些細な変化や気になること、子どもからの訴えを、抱え込まず

に、又は対応しなくてよいと個人で判断せずに、直ちに全てこの組織に

報告・相談します。加えて、この組織に集められた情報は、子ども一人

 「いじめが起きにくく、いじめを許さない環境づくり」を実効的に行

うためには、学校いじめ対策組織は、子ども及び保護者が、この組織が

校内に存在していることや、どんな活動をしているのかが分かるように

する取組（例えば、全校集会の際にいじめ対策組織の教職員が子どもの

前で取組を説明する等）を実施する必要があります。また、いじめを早

く見つけるためには、学校いじめ対策組織は、いじめを受けた子どもを

徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口で

あることを子どもが認識するようにしていく必要があります。 

 なお、町教育委員会は以上の組織の役割が果たされているかどうか確

認し、必要な指導・助言を行います。 

 

 

 さらに、子どもに対する定期的なアンケートを実施する際に、子ども

が学校いじめ対策組織が校内にあるということや、その活動内容等につ

いて具体的に分かっているかどうかを調査し、取組の改善につなげるこ

とも有効です。 

 

 学校いじめ対策組織は、いじめの防止等の中核となる組織として、的

確にいじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報を基に、組織

的に対応できるような体制を整えることが必要です。特に、事実関係の

把握、いじめであるか否かの判断は組織的に行うことが必要であり、こ

の組織が、情報の収集と記録、共有を行う役割を担うため、教職員は、

子どもの些細な変化や気になること、子どもからの訴えを、抱え込まず

に、又は対応しなくてよいと個人で判断せずに、直ちに全てこの組織に

報告・相談します。加えて、この組織に集められた情報は、子ども一人
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一人ごとに記録され、複数の教職員で情報の集約と共有化を図ります。

そして学校は平時において、学校基本方針やマニュアル等に基づき、い

じめの情報共有の手順及び情報共有すべき内容（いつ、どこで、誰が、

何を、どのように等）を明確に定めておく必要があります。 

 

 これらのいじめの情報共有は、個々の教職員の責任追及のために行う

ものではなく、気づきを共有して早い対応につなげることが目的であ

り、管理職は、リーダーシップをとりながら情報共有を行いやすい環境

の醸成に取り組む必要があります。いじめを発見した教職員が一人で抱

え込むことなく、些細なことでもいじめ防止対策組織に報告し、常に問

題を学校全体として共有し取り組んでいくとともに、好事例についても

日常的に共有する雰囲気を作り出すことが必要です。 

 

 また、学校いじめ対策組織は、各学校の学校基本方針の策定や見直

し、各学校で定めたいじめの取組が計画どおりに進んでいるかどうかの

チェックや、いじめの対応がうまくいかなかったケースの検証、必要に

応じた計画の見直しなど、各学校のいじめの防止等の取組についてＰＤ

ＣＡサイクルで検証を担う役割が期待されます。 

 

一人ごとに記録され、複数の教職員で情報の集約と共有化を図ります。

そして学校は平時において、学校基本方針やマニュアル等に基づき、い

じめの情報共有の手順及び情報共有すべき内容（いつ、どこで、誰が、

何を、どのように等）を明確に定めておく必要があります。 

 

 これらのいじめの情報共有は、個々の教職員の責任追及のために行う

ものではなく、気づきを共有して早い対応につなげることが目的であ

り、管理職は、リーダーシップをとりながら情報共有を行いやすい環境

の醸成に取り組む必要があります。いじめを発見した教職員が一人で抱

え込むことなく、些細なことでもいじめ防止対策組織に報告し、常に問

題を学校全体として共有し取り組んでいくとともに、好事例についても

日常的に共有する雰囲気を作り出すことが必要です。 

 

 また、学校いじめ対策組織は、各学校の学校基本方針の策定や見直

し、各学校で定めたいじめの取組が計画どおりに進んでいるかどうかの

チェックや、いじめの対応がうまくいかなかったケースの検証、必要に

応じた計画の見直しなど、各学校のいじめの防止等の取組についてＰＤ

ＣＡサイクルで検証を担う役割が期待されます。 

②  組織（学校いじめ対策組織）のメンバー 

 

 学校いじめ対策組織が、組織的対応の中核として機能するような体制

を確立するため、管理職を含めた複数の教職員で構成するとともに、可

能な限り、「心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者」として、

心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャル

ワーカー、弁護士、医師、警察官経験者等の外部専門家に当該組織に参

加してもらい、実効性のある構成とする必要があります。 

 

 なお、「複数の教職員」については、学校の管理職や主幹教諭、生徒

指導担当教員、人権教育主任、学年主任、養護教諭、学級担任、教科担

任、部活動指導に関わる教職員、学校医から、学校の実情に応じて決定

します。これに加え、個々のいじめをさせない取組・いじめに早く気づ

き、解決する取組に当たって関係の深い教職員を追加します。 

 

②  組織（学校いじめ対策組織）のメンバー 

 

 学校いじめ対策組織が、組織的対応の中核として機能するような体制

を確立するため、管理職を含めた複数の教職員で構成するとともに、可

能な限り、「心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者」として、

心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャル

ワーカー、弁護士、医師、警察官経験者等の外部専門家に当該組織に参

加してもらい、実効性のある構成とする必要があります。 

 

 なお、「複数の教職員」については、学校の管理職や主幹教諭、生徒

指導担当教員、人権教育主任、学年主任、養護教諭、学級担任、教科担

任、部活動指導に関わる教職員、学校医から、学校の実情に応じて決定

します。これに加え、個々のいじめをさせない取組・いじめに早く気づ

き、解決する取組に当たって関係の深い教職員を追加します。 

 

③ 組織（学校いじめ対策組織）を運営する時に気をつけること ③ 組織（学校いじめ対策組織）を運営する時に気をつけること 
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 各学校におけるいじめ対策組織には、子どもに最も接する機会の多い

学級担任や教科担任等が参加し、学校のいじめの取組の企画立案、いじ

めを早く見つけ解決できる取組等を学級担任を含めたすべての教職員が

経験できるようにし、教職員の経験年数やクラス担任制の垣根を越えた

教職員同士の日常的なつながりや同僚性を向上させます。 

 

 そして、「いじめをさせない」取組、「いじめに早く気づく」取組、

「いじめの対応」の実行化のため、組織の構成を適宜工夫・改善できる

ような柔軟な仕組みにすることが有効です。 

 

 また、組織を実際に機能させる時は、適切に外部専門家の助言を得な

がら機動的に運用できるよう、構成員全体の会議と日常的な関係者の会

議に役割分担しておくなど、学校の実情に応じて工夫することも必要で

す。 

 

 なお、重大事態の調査のための組織について、学校がその調査を行う

場合は、この組織を母体としつつ、事案の性質に応じて適切な専門家を

加えるなどの方法によって対応することも考えられます。 

 

 

 各学校におけるいじめ対策組織には、子どもに最も接する機会の多い

学級担任や教科担任等が参加し、学校のいじめの取組の企画立案、いじ

めを早く見つけ解決できる取組等を学級担任を含めたすべての教職員が

経験できるようにし、教職員の経験年数やクラス担任制の垣根を越えた

教職員同士の日常的なつながりや同僚性を向上させます。 

 

 そして、「いじめをさせない」取組、「いじめに早く気づく」取組、

「いじめの対応」の実行化のため、組織の構成を適宜工夫・改善できる

ような柔軟な仕組みにすることが有効です。 

 

 また、組織を実際に機能させる時は、適切に外部専門家の助言を得な

がら機動的に運用できるよう、構成員全体の会議と日常的な関係者の会

議に役割分担しておくなど、学校の実情に応じて工夫することも必要で

す。 

 

 なお、重大事態の調査のための組織について、学校がその調査を行う

場合は、この組織を母体としつつ、事案の性質に応じて適切な専門家を

加えるなどの方法によって対応することも考えられます。 

 

（３）学校がいじめ防止等のために行うこと 

 

 学校の設置者及び学校は、連携して「いじめをさせない」・「いじめに

気づく」取組を行い、いじめが発生した際は「いじめの対応」に当たり

ます。 

 

（３）学校がいじめ防止等のために行うこと 

 

 町教育委員会及び学校は、連携して「いじめをさせない」・「いじめに

気づく」取組を行い、いじめが発生した際は「いじめの対応」に当たり

ます。 

 

① いじめをさせない 

 

 いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、すべての子

どもを対象に、「いじめをさせない」取組として、子どもが自主的にい

じめの問題について考え、議論し、自分の意見を表明するといった、い

じめの防止に資する活動に取り組みます。 

 

① いじめをさせない 

 

 いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、すべての子

どもを対象に、「いじめをさせない」取組として、子どもが自主的にい

じめの問題について考え、議論し、自分の意見を表明するといった、い

じめの防止に資する活動に取り組みます。 
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 指導に当たっては、発達の段階に応じて、子どもがいじめの問題を自

分のこととして捉え、考え、議論することにより、正面から向き合うこ

とができるよう、実践的な取組を行います。また、その際、 

 

 指導に当たっては、発達の段階に応じて、子どもがいじめの問題を自

分のこととして捉え、考え、議論することにより、正面から向き合うこ

とができるよう、実践的な取組を行います。また、その際、 

 

○ いじめは重大な人権侵害に当たり、いじめられた子ども、いじめた

子ども及び周囲の子どもに大きな傷を残すものであり、決して許され

ないこと 

 

○ いじめが刑事罰の対象となり得ること、不法行為に該当し損害賠償

責任が発生し得ること 

 

○ いじめは重大な人権侵害に当たり、いじめられた子ども、いじめた

子ども及び周囲の子どもに大きな傷を残すものであり、決して許され

ないこと 

 

○ いじめが刑事罰の対象となり得ること、不法行為に該当し損害賠償

責任が発生し得ること 

 

  等についても、実例（裁判例等）を示しながら、人権を守ることの

重要性やいじめの法律上の扱いを学ぶといった取組を行うとともに、 

 

〇 子ども同士がつながる、子どもと地域の大人がつながる、学校・家

庭・地域・関係機関がつながる、こうした取組により、豊かな人間関

係をつくりあげていくことで、いじめを生まない環境を整えていくこ

とが大切です。そして、子ども一人一人がいじめをしない態度・能力

を身に付けるように働きかけていくことが求められます。 

 

  等についても、実例（裁判例等）を示しながら、人権を守ることの

重要性やいじめの法律上の扱いを学ぶといった取組を行うとともに、 

 

〇 子ども同士がつながる、子どもと地域の大人がつながる、学校・家

庭・地域・関係機関がつながる、こうした取組により、豊かな人間関

係をつくりあげていくことで、いじめを生まない環境を整えていくこ

とが大切です。そして、子ども一人一人がいじめをしない態度・能力

を身に付けるように働きかけていくことが求められます。 

 

 また、「いじめをさせない」ために、子ども同士が心を通わせられる

コミュニケーション能力を育むとともに、規律正しい態度で授業や行事

に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行いま

す。 

 

 そして、きれいな学校や教室といった子どもたちが物理的、身体的に

も過ごしやすい環境を整えることも大切です。（R6.11.4 開催「高校生

によるいじめ問題についての意見交流会」より） 

 

 加えて、集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずら

にストレスにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風

土をつくります。 

 

 何よりも、いじめを受けた時やいじめではないかと思った時、遠慮せ

ずに話ができることや、解決に向けて自己主張ができる人間関係を築い

 また、「いじめをさせない」ために、子ども同士が心を通わせられる

コミュニケーション能力を育むとともに、規律正しい態度で授業や行事

に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行いま

す。 

 

 そして、きれいな学校や教室といった子どもたちが物理的、身体的に

も過ごしやすい環境を整えることも大切です。 

 

 

 加えて、集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずら

にストレスにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風

土をつくります。 
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ていくことが大切です。（R6.11.4 開催「高校生によるいじめ問題につ

いての意見交流会」より） 

 

 子どもに対するアンケート・聴き取り調査によって初めていじめの事

実が把握される例も多く、いじめられた子どもを助けるためには他の子

どもの協力が必要となる場合があります。このため、学校は子どもたち

に対して、いじめに気づいたら、学校いじめ対策組織への報告をするな

ど、いじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努め

ます。また、悩みがあることは「恥ずかしいこと」と思い込み、人に相

談することを否定的に捉える子どもも見られるため、 いじめの被害を

受けた時に、誰にどうやって助けを求めたらよいか、具体的かつ実践的

な方法や、いじめのことで友人に助けを求められた時に、どのように対

応したらよいのかを学ぶ「ＳＯＳの出し方教育」等を積極的に行いま

す。 

 

 何よりも、いじめを受けた時やいじめではないかと思った時、遠慮せ

ずに話ができることや、解決に向けて自己主張ができる人間関係を築い

ていくことが大切です。 

 

 子どもに対するアンケート・聴き取り調査によって初めていじめの事

実が把握される例も多く、いじめられた子どもを助けるためには他の子

どもの協力が必要となる場合があります。このため、学校は子どもたち

に対して、いじめに気づいたら、学校いじめ対策組織への報告をするな

ど、いじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努め

ます。また、悩みがあることは「恥ずかしいこと」と思い込み、人に相

談することを否定的に捉える子どもも見られるため、 いじめの被害を

受けた時に、誰にどうやって助けを求めたらよいか、具体的かつ実践的

な方法や、いじめのことで友人に助けを求められた時に、どのように対

応したらよいのかを学ぶ「ＳＯＳの出し方教育」等を積極的に行いま

す。 

 

 さらに、学校の教職員の言動が、子どもを傷つけたり、他の子どもに

よるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注

意を払います。 

 

 さらに、学校の教職員の言動が、子どもを傷つけたり、他の子どもに

よるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注

意を払います。 

 

○ 発達障害を含む、障害のある子どもがかかわるいじめについては、

学校の教職員が個々の子どもの障害の特性への理解を深めるととも

に、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した情報共有を行い

つつ、子どものニーズや特性、専門家の意見を踏まえた適切な指導及

び必要な支援を行うことが必要です。 

 

○ 海外から帰国した子どもや外国人の子ども、国際結婚の保護者を持

つなど外国につながる子どもは、言語や文化の差から、学校での学び

において困難を抱える場合も多いことに留意し、それらの差からいじ

めが行われることがないよう、学校の教職員、子ども、保護者等の外

国人の子ども等に対する理解を促進するとともに、学校全体で注意深

く見守り、必要な支援を行います。 

 

○ 性的志向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する子ども

の理解の増進について、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得

○ 発達障害を含む、障害のある子どもがかかわるいじめについては、

学校の教職員が個々の子どもの障害の特性への理解を深めるととも

に、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した情報共有を行い

つつ、子どものニーズや特性、専門家の意見を踏まえた適切な指導及

び必要な支援を行うことが必要です。 

 

○ 海外から帰国した子どもや外国人の子ども、国際結婚の保護者を持

つなど外国につながる子どもは、言語や文化の差から、学校での学び

において困難を抱える場合も多いことに留意し、それらの差からいじ

めが行われることがないよう、学校の教職員、子ども、保護者等の外

国人の子ども等に対する理解を促進するとともに、学校全体で注意深

く見守り、必要な支援を行います。 

 

○ 性的志向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する子ども

の理解の増進について、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得
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つつ、子どもの心身の発達段階に応じた教育又は啓発、教育環境の整

備、相談の機会の確保等に努めます。 

 

○ 大規模災害等により被災した子ども（以下、「被災した子ども」と

いう）については、被災した子どもが受けた心身への多大な影響や慣

れない環境への不安感等を学校の教職員が十分に理解し、その子ども

に対する心のケアを適切に行い、細心の注意を払いながら、いじめを

させない、いじめを早く見つける取組を行います。 

 

つつ、子どもの心身の発達段階に応じた教育又は啓発、教育環境の整

備、相談の機会の確保等に努めます。 

 

○ 大規模災害等により被災した子ども（以下、「被災した子ども」と

いう）については、被災した子どもが受けた心身への多大な影響や慣

れない環境への不安感等を学校の教職員が十分に理解し、その子ども

に対する心のケアを適切に行い、細心の注意を払いながら、いじめを

させない、いじめを早く見つける取組を行います。 

 

② いじめに気づく 

 

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざ

け合いを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい

形で行われることが多いことを学校の教職員は認識し、いかなる兆候で

あっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階から的確に関

わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極

的に認知することが必要です。 

 

 このため、日頃から子どもの見守りや信頼関係の構築等に努め、子ど

もが示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保ちます。あ

わせて、学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、子

どもがいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組みま

す。 

 

 各学校は、学校いじめ防止基本方針において、ＩＣＴの活用を含めた

アンケート調査、個人面談の実施や、それらの結果の検証及び組織的な

対処方法について定めておく必要があります。 

 

 アンケート調査や個人面談において、子どもが自らＳＯＳを発信する

こと及びいじめの情報を学校の教職員に報告することは、その子どもに

とっては多大な勇気を要するものであることを学校の教職員は理解しな

ければなりません。これを踏まえ、学校は、子どもからの相談に対して

は、必ず教職員等が迅速に対応することを徹底します。また、保護者と

の間に不信感が生まれてしまうことのないよう、初期の段階から、確認

② いじめに気づく 

 

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざ

け合いを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい

形で行われることが多いことを学校の教職員は認識し、いかなる兆候で

あっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階から的確に関

わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極

的に認知することが必要です。 

 

 このため、日頃から子どもの見守りや信頼関係の構築等に努め、子ど

もが示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保ちます。あ

わせて、学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、子

どもがいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組みま

す。 

 

 各学校は、学校いじめ防止基本方針において、ＩＣＴの活用を含めた

アンケート調査、個人面談の実施や、それらの結果の検証及び組織的な

対処方法について定めておく必要があります。 

 

 アンケート調査や個人面談において、子どもが自らＳＯＳを発信する

こと及びいじめの情報を学校の教職員に報告することは、その子どもに

とっては多大な勇気を要するものであることを学校の教職員は理解しな

ければなりません。これを踏まえ、学校は、子どもからの相談に対して

は、必ず教職員等が迅速に対応することを徹底します。また、保護者と

の間に不信感が生まれてしまうことのないよう、初期の段階から、確認
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された事実を伝え、指導・援助方針についても丁寧に説明していきま

す。 

 

 その際、いじめの問題に対して、その態様に応じた適切な対処ができ

るよう、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソ

ーシャルワーカー等を活用して、教職員のカウンセリング能力等の向上

を図るための校内研修を計画的に実施しておきます。 

 

された事実を伝え、指導・援助方針についても丁寧に説明していきま

す。 

 

 その際、いじめの問題に対して、その態様に応じた適切な対処ができ

るよう、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソ

ーシャルワーカー等を活用して、教職員のカウンセリング能力等の向上

を図るための校内研修を計画的に実施しておきます。 

 

③ いじめに対応する 

 

 法第 23 条第１項は、「教職員、地方公共団体の職員その他の児童等か

らの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相

談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじ

めを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措

置をとるものとする。」としており、学校の教職員がいじめを発見し、

または相談を受けた場合には、速やかに、学校いじめ対策組織に対し、

いじめに係る情報を報告し、学校の組織的な対応につなげなければなり

ません。つまり、特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、学校

いじめ対策組織に報告を行わないことは、同項の規定に違反し得るとい

うことになります。 

 

 子どもから学校の教職員にいじめ（疑いを含む）に係る情報の報告・

相談があった時に、学校が当該事案に対して速やかに具体的な行動をと

らなければ、子どもは「報告・相談しても何もしてくれない」と思い、

今後、いじめに係る情報の報告・相談を行わなくなる可能性がありま

す。このため、いじめに係る情報が教職員に寄せられた時は、他の業務

に優先し、かつ、即日、当該情報を速やかに学校いじめ対策組織に報告

し、学校の組織的な対応につなげる必要があります。 

 

 また、各教職員は、学校の定めた方針等に沿って、いじめに係る情報

を適切に記録しておく必要があります。 

 

 学校いじめ対策組織において情報共有を行った後は、事実関係の確認

の上、組織的に対応方針を決定し、いじめられた子どもやいじめを知ら

せてきた子どもを徹底して守り通さなければなりません。 

③ いじめに対応する 

 

 法第 23 条第１項は、「教職員、地方公共団体の職員その他の児童等か

らの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相

談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじ

めを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措

置をとるものとする。」としており、学校の教職員がいじめを発見し、

または相談を受けた場合には、速やかに、学校いじめ対策組織に対し、

いじめに係る情報を報告し、学校の組織的な対応につなげなければなり

ません。つまり、特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、学校

いじめ対策組織に報告を行わないことは、同項の規定に違反し得るとい

うことになります。 

 

 子どもから学校の教職員にいじめ（疑いを含む）に係る情報の報告・

相談があった時に、学校が当該事案に対して速やかに具体的な行動をと

らなければ、子どもは「報告・相談しても何もしてくれない」と思い、

今後、いじめに係る情報の報告・相談を行わなくなる可能性がありま

す。このため、いじめに係る情報が教職員に寄せられた時は、他の業務

に優先し、かつ、即日、当該情報を速やかに学校いじめ対策組織に報告

し、学校の組織的な対応につなげる必要があります。 

 

 また、各教職員は、学校の定めた方針等に沿って、いじめに係る情報

を適切に記録しておく必要があります。 

 

 学校いじめ対策組織において情報共有を行った後は、事実関係の確認

の上、組織的に対応方針を決定し、いじめられた子どもやいじめを知ら

せてきた子どもを徹底して守り通さなければなりません。 
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 いじめた子どもに対しては、いじめた子どもの人格の成長を旨とし

て、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導します。 

 

 指導に当たっては、いじめはいじめられた子どもの人格を傷つけ、生

命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させるとともに、自ら

の行為の責任を自覚させる必要があります。また、いじめた子どもが抱

える問題など、いじめの背景にも目を向け、いじめた子どもの安全・安

心、健全な人格の発達に対する配慮も必要です。 

 

 どうしていじめに向かってしまったのか、いじめをした子どもにも寄

り添って、いじめをした理由や背景についてもいじめた子どもに寄り添

って一緒に考え、いじめを繰り返さないように支えていくことも求めら

れます。（R6.11.4 開催「高校生によるいじめ問題についての意見交流

会」より） 

 

 なお、いじめた子どもの立ち直りを促していくためには、保護者との

連携が不可欠であるため、保護者の理解や協力を求めるとともに、保護

者に対する継続的な助言を行います。 

 

 これらの対応については、学校の教職員全員の共通理解や保護者との

連携にとどまらず、関係機関・専門機関との連携のもとで取り組むこと

で、組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止します。 

 

 いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできません。い

じめが「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たさ

れている必要があります。ただし、これらの要件が満たされている場合

であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとします。 

 

 

 いじめた子どもに対しては、いじめた子どもの人格の成長を旨とし

て、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導します。 

 

 指導に当たっては、いじめはいじめられた子どもの人格を傷つけ、生

命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させるとともに、自ら

の行為の責任を自覚させる必要があります。また、いじめた子どもが抱

える問題など、いじめの背景にも目を向け、いじめた子どもの安全・安

心、健全な人格の発達に対する配慮も必要です。 

 

 どうしていじめに向かってしまったのか、いじめをした子どもにも寄

り添って、いじめをした理由や背景についてもいじめた子どもに寄り添

って一緒に考え、いじめを繰り返さないように支えていくことも求めら

れます。 

 

 

 なお、いじめた子どもの立ち直りを促していくためには、保護者との

連携が不可欠であるため、保護者の理解や協力を求めるとともに、保護

者に対する継続的な助言を行います。 

 

 これらの対応については、学校の教職員全員の共通理解や保護者との

連携にとどまらず、関係機関・専門機関との連携のもとで取り組むこと

で、組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止します。 

 

 いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできません。い

じめが「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たさ

れている必要があります。ただし、これらの要件が満たされている場合

であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとします。 

 

○ いじめに係る行為が止んでいること 

 

 １つ目は、いじめられた子どもに対する心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）が止んでい

る状態が相当の期間継続していることです。この相当の期間とは、少な

くとも３か月を目安とします。ただし、いじめの被害の重大性等からさ

○ いじめに係る行為が止んでいること 

 

 １つ目は、いじめられた子どもに対する心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）が止んでい

る状態が相当の期間継続していることです。この相当の期間とは、少な

くとも３か月を目安とします。ただし、いじめの被害の重大性等からさ
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らに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわら

ず、学校を設置した教育委員会等又は学校いじめ対策組織の判断によ

り、より長期の期間を設定するものとします。教職員は、相当の期間が

経過するまでは、いじめられた子どもやいじめた子どもの様子を含め状

況を注視し、期間が経過した段階で判断を行います。行為が止んでいな

い場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視します。 

 

らに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわら

ず、学校を設置した教育委員会等又は学校いじめ対策組織の判断によ

り、より長期の期間を設定するものとします。教職員は、相当の期間が

経過するまでは、いじめられた子どもやいじめた子どもの様子を含め状

況を注視し、期間が経過した段階で判断を行います。行為が止んでいな

い場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視します。 

 

○ いじめられた子どもが心身の苦痛を感じていないこと 

 

 ２つ目は、いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点に

おいて、いじめられた子どもがいじめの行為により心身の苦痛を感じて

いないと認められることです。いじめられた子ども本人及びその保護者

に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認しま

す。 

 

○ いじめられた子どもが心身の苦痛を感じていないこと 

 

 ２つ目は、いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点に

おいて、いじめられた子どもがいじめの行為により心身の苦痛を感じて

いないと認められることです。いじめられた子ども本人及びその保護者

に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認しま

す。 

 

 いじめが解消に至っていない段階では、いじめられた子どもを守り通

し、その安全・安心を確保する責任が学校にはあります。学校いじめ対

策組織においては、いじめが解消に至るまでいじめられた子どもの支援

を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プ

ランを策定し、確実に実行します。 

 

 上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで一つの段階に過

ぎず、いじめが「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発

する可能性が十分にあり得ることを念頭に置き、教職員は、いじめられ

た子ども及びいじめた子どもについては、日常的に注意深く観察する必

要があります。 

 

 さらに、必要に応じ、いじめられた子どもの心的外傷ストレス（ＰＴ

ＳＤ）等のいじめによる後遺症へのケアを行います。 

 

 いじめが解消に至っていない段階では、いじめられた子どもを守り通

し、その安全・安心を確保する責任が学校にはあります。学校いじめ対

策組織においては、いじめが解消に至るまでいじめられた子どもの支援

を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プ

ランを策定し、確実に実行します。 

 

 上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで一つの段階に過

ぎず、いじめが「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発

する可能性が十分にあり得ることを念頭に置き、教職員は、いじめられ

た子ども及びいじめた子どもについては、日常的に注意深く観察する必

要があります。 

 

 さらに、必要に応じ、いじめられた子どもの心的外傷ストレス（ＰＴ

ＳＤ）等のいじめによる後遺症へのケアを行います。 
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高知県（R06 改定） 四万十町（R06 年度） 

４ 重大事態への対処 

（１）学校の設置者又は学校による調査 

 

 重大事態が発生した場合、その調査の在り方については、以下の事項

に留意のうえ、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」（令和

６年８月改訂 文部科学省）を参考として、適切に対処しなければなり

ません。 

 

４ 重大事態への対処 

（１）町教育委員会又は学校による調査 

 

 重大事態が発生した場合、その調査の在り方については、以下の事項

に留意のうえ、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」（令和

６年８月改訂 文部科学省）を参考として、適切に対処しなければなり

ません。 

 

① 重大事態の発生と調査 

 

ア 重大事態の意味 

第一号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、 

 

 ○ 子どもが自殺を企図した場合 

 ○ 身体に重大な傷害を負った場合 

 ○ 金品等に重大な被害を被った場合 

 ○ 精神性の疾患を発症した場合 

 

 など、いじめを受ける子どもの状況に着目して判断します。 

 

 第二号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間

30 日を目安とします。ただし、子どもが一定期間、連続して欠席して

いるような場合には、上記目安にかかわらず、学校を設置した教育委員

会等、又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要です。 

 

 また、子どもや保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという

申立てがあった時は、その時点で学校が「いじめの結果ではない」ある

いは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生した

ものとして報告・調査等に当たります。子ども又は保護者からの申立て

は、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることか

ら、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないこと

に留意します。 

① 重大事態の発生と調査 

 

ア 重大事態の意味 

第一号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、 

 

 ○ 子どもが自殺を企図した場合 

 ○ 身体に重大な傷害を負った場合 

 ○ 金品等に重大な被害を被った場合 

 ○ 精神性の疾患を発症した場合 

 

 など、いじめを受ける子どもの状況に着目して判断します。 

 

 第二号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間

30 日を目安とします。ただし、子どもが一定期間、連続して欠席して

いるような場合には、上記目安にかかわらず、町教育委員会、又は学校

の判断により、迅速に調査に着手することが必要です。 

 

 また、子どもや保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという

申立てがあった時は、その時点で学校が「いじめの結果ではない」ある

いは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生した

ものとして報告・調査等に当たります。子ども又は保護者からの申立て

は、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることか

ら、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないこと

に留意します。 

イ 重大事態の報告 

 

イ 重大事態の報告 
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 重大事態が発生した場合、県立学校は県教育委員会を通じて、私立学

校は私学・大学支援課を通じて、知事へ事態発生について報告します。 

 

 重大事態が発生した場合、学校は町教育委員会を通じて、町長へ事態

発生について報告します。 

 

ウ 調査の趣旨及び調査主体 

 

 重大事態に係る事実関係の調査を行うに当たっては、いじめがあった

かどうかを厳格に判断することに、ことさらにとらわれるのではなく、

学校が調査を通じて把握した事実をしっかりと受け止め、当該子どもに

対する適切な支援につなげていくことが最も重要です。 

 

 調査の主体は、学校又は学校の設置者となります。なお、学校主体の

調査では、重大事態への対処及び同じようないじめの発生の防止に必ず

しも十分な結果を得られないと教育委員会等の学校の設置者が判断する

場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には、

教育委員会等の学校の設置者において調査を実施します。 

 

 学校が調査主体となる場合であっても、教育委員会等の学校の設置者

は調査を実施する学校に対して必要な指導、また、人的措置も含めた適

切な支援を行うこととします。 

 

ウ 調査の趣旨及び調査主体 

 

 重大事態に係る事実関係の調査を行うに当たっては、いじめがあった

かどうかを厳格に判断することに、ことさらにとらわれるのではなく、

学校が調査を通じて把握した事実をしっかりと受け止め、当該子どもに

対する適切な支援につなげていくことが最も重要です。 

 

 調査の主体は、学校又は町教育委員会となります。なお、学校主体の

調査では、重大事態への対処及び同じようないじめの発生の防止に必ず

しも十分な結果を得られないと町教育委員会が判断する場合や、学校の

教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には、町教育委員会に

おいて調査を実施します。 

 

 学校が調査主体となる場合であっても、町教育委員会は調査を実施す

る学校に対して必要な指導、また、人的措置も含めた適切な支援を行う

こととします。 

 

エ 調査を行うための組織 

 

 教育委員会等の学校の設置者又は学校は、その事案が重大事態である

と判断した時は、当該重大事態に係る調査を行うため、速やかに、その

下に組織を設けます。 

 

 この組織の構成については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や

福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカ

ー等の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係

者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者（第三者）につい

て、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図ることにより、

当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。 

 

 重大事態が起きてから急遽この組織を立ち上げることは困難です。し

たがって、県教育委員会が調査主体となる場合、法第 14 条第３項にお

エ 調査を行うための組織 

 

 町教育委員会又は学校は、その事案が重大事態であると判断した時

は、当該重大事態に係る調査を行うため、速やかに、その下に組織を設

けます。 

 

 この組織の構成については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や

福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカ

ー等の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係

者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者（第三者）につい

て、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図ることにより、

当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。 

 

 重大事態が起きてから急遽この組織を立ち上げることは困難です。し

たがって、町教育委員会が調査主体となる場合、法第 14 条第３項にお
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いて教育委員会に平時より設置されている、いじめ防止等のための取組

を実効的に行うための組織である附属機関が調査を行うための組織とな

ります。 

 

 また、学校が調査の主体となる場合、法第 22条に基づき学校に必ず

置かれることとされている、学校いじめ対策組織を母体として、当該重

大事態の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法によることも考

えられます。 

 

いて教育委員会に平時より設置されている、いじめ防止等のための取組

を実効的に行うための組織である附属機関が調査を行うための組織とな

ります。 

 

 また、学校が調査の主体となる場合、法第 22条に基づき学校に必ず

置かれることとされている、学校いじめ対策組織を母体として、当該重

大事態の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法によることも考

えられます。 

 

オ 事実関係を明確にするための調査の実施 

 

 いじめ行為が、いつ（いつ頃から）、誰から行われ、どのような態様

であったか(どのようなことをされたのか)、いじめを生んだ背景事情や

子どもの人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのよ

うに対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にします。

この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速や

かに調査します。 

 

 なお、この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対

応を直接の目的とするものでなく、事実に向き合うことで、当該事態へ

の対処や同種の事態の発生防止を図るものです。 

 

 教育委員会等の学校の設置者及び学校は、附属機関等に対して積極的

に資料を提供するとともに、調査結果を重んじ、主体的に再発防止に取

り組まなければなりません。 

 

オ 事実関係を明確にするための調査の実施 

 

 いじめ行為が、いつ（いつ頃から）、誰から行われ、どのような態様

であったか(どのようなことをされたのか)、いじめを生んだ背景事情や

子どもの人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのよ

うに対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にします。

この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速や

かに調査します。 

 

 なお、この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対

応を直接の目的とするものでなく、事実に向き合うことで、当該事態へ

の対処や同種の事態の発生防止を図るものです。 

 

 町教育委員会及び学校は、附属機関等に対して積極的に資料を提供す

るとともに、調査結果を重んじ、主体的に再発防止に取り組まなければ

なりません。 

 

a いじめられた子どもからの聴き取りが可能な場合 

 

 いじめられた子どもからの聴き取りを十分に行うとともに、在籍して

いる子どもや教職員に対するアンケート調査や聴き取り調査等を行いま

す。 

 

 その際、いじめられた子どもや情報を提供してくれた子どもを守るこ

とを最優先とする。また、いじめた子どもへの指導を行い、いじめ行為

を止めるとともに、いじめられた子どもの事情や心情を聴取し、状況に

a いじめられた子どもからの聴き取りが可能な場合 

 

 いじめられた子どもからの聴き取りを十分に行うとともに、在籍して

いる子どもや教職員に対するアンケート調査や聴き取り調査等を行いま

す。 

 

 その際、いじめられた子どもや情報を提供してくれた子どもを守るこ

とを最優先とする。また、いじめた子どもへの指導を行い、いじめ行為

を止めるとともに、いじめられた子どもの事情や心情を聴取し、状況に



39 

 

あわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支

援等を行います。 

 

 さらに、教育委員会等の学校の設置者がより積極的に指導・支援を行

い、関係機関とも適切に連携し対応に当たります。 

 

あわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支

援等を行います。 

 

 さらに、町教育委員会がより積極的に指導・支援を行い、関係機関と

も適切に連携し対応に当たります。 

 

ｂ いじめられた子どもからの聴き取りが不可能な場合 

 

 いじめられた子どもからの聴き取りが不可能な場合は、いじめられた

子どもの保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者と今後

の調査について協議し、調査に着手する。調査方法としては、在校生や

教職員に対するアンケート調査や聴き取り調査を行います。 

 

（自殺の背景調査における留意事項） 

 

 自殺防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施します。その際、

亡くなった子どもの尊厳を保持しつつ、その死に至った経過を検証し再

発防止策を構ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら行い

ます。 

 

 自殺の背景調査の在り方については、以下の事項に留意のうえ、「子

供の自殺が起きたときの背景調査の指針（改訂版）」（平成 26 年７月文

部科学省・子どもの自殺予防に関する調査研究協力者会議）を参考にし

ます。 

 

○ 遺族の要望・意見を十分に聴取し、できる限りの配慮と説明を行い

ます。 

 

○ 在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を行い

ます。 

 

○ 遺族に対して主体的に、在校生へのアンケート調査や一斉聴き取り

調査を含む詳しい調査の実施を提案します。その際、調査の目的・目

標、調査を行う組織の構成等、調査の概ねの期間や方法、入手した資

ｂ いじめられた子どもからの聴き取りが不可能な場合 

 

 いじめられた子どもからの聴き取りが不可能な場合は、いじめられた

子どもの保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者と今後

の調査について協議し、調査に着手する。調査方法としては、在校生や

教職員に対するアンケート調査や聴き取り調査を行います。 

 

（自殺の背景調査における留意事項） 

 

 自殺防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施します。その際、

亡くなった子どもの尊厳を保持しつつ、その死に至った経過を検証し再

発防止策を構ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら行い

ます。 

 

 自殺の背景調査の在り方については、以下の事項に留意のうえ、「子

供の自殺が起きたときの背景調査の指針（改訂版）」（平成 26 年７月文

部科学省・子どもの自殺予防に関する調査研究協力者会議）を参考にし

ます。 

 

○遺族の要望・意見を十分に聴取し、できる限りの配慮と説明を行いま

す。 

 

○在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を行いま

す。 

 

○遺族に対して主体的に、在校生へのアンケート調査や一斉聴き取り調

査を含む詳しい調査の実施を提案します。その際、調査の目的・目

標、調査を行う組織の構成等、調査の概ねの期間や方法、入手した資
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料の取り扱い、遺族に対する説明の在り方や調査結果の公表に関する

方針等について、できる限り、遺族と合意しておきます。 

○ できる限り、偏りのない資料や情報を多く収集し、それらの信頼性

の吟味を含めて、客観的に、特定の資料や情報にのみ依拠することな

く総合的に分析評価を行うよう努めます。 

 

○ 情報発信・報道対応については、プライバシーへの配慮のうえ、正

確で一貫した情報提供を行う。なお、亡くなった子どもの尊厳の保持

や、子どもの自殺は連鎖（後追い）の可能性があることなどを踏ま

え、WHO（世界保健機関）による自殺報道への提言を参考に、報道機

関に対して適切に対応します。 

 

料の取り扱い、遺族に対する説明の在り方や調査結果の公表に関する

方針等について、できる限り、遺族と合意しておきます。 

○できる限り、偏りのない資料や情報を多く収集し、それらの信頼性の

吟味を含めて、客観的に、特定の資料や情報にのみ依拠することなく

総合的に分析評価を行うよう努めます。 

 

○情報発信・報道対応については、プライバシーへの配慮のうえ、正確

で一貫した情報提供を行う。なお、亡くなった子どもの尊厳の保持

や、子どもの自殺は連鎖（後追い）の可能性があることなどを踏ま

え、WHO（世界保健機関）による自殺報道への提言を参考に、報道機

関に対して適切に対応します。 

 

カ 調査実施におけるその他の留意事項 

 

○ 重大事態が発生した場合に、関係のあった子どもが深く傷つき、在

校生や保護者や地域にも不安や動揺が広がったり、時には事実に基づ

かない風評等が流れたりする場合もあります。教育委員会等の学校の

設置者又は学校は、子どもや保護者への心のケアと落ち着いた学校生

活を取り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一貫した情報

発信、プライバシーへの配慮を行います。 

 

○ 事案の重大性を踏まえ、いじめた子どもに対して出席停止の措置を

行った場合には、出席停止の期間における学習への支援など教育上必

要な措置を講じ、いじめた子どもの立ち直りを支援します。また、い

じめられた子ども又はその保護者が希望する場合には、就学等の弾力

的な対応を検討することも必要です。 

 

○ いじめの態様が犯罪行為として取り扱うべきであると認める時は、

警察と連携して対処するものとし、いじめられた子どもの生命、身体

または財産に重大な被害が生じるおそれがある時は、直ちに警察に通

報し、適切に援助を求める必要があります。 

 

カ 調査実施におけるその他の留意事項 

 

○ 重大事態が発生した場合に、関係のあった子どもが深く傷つき、在

校生や保護者や地域にも不安や動揺が広がったり、時には事実に基づ

かない風評等が流れたりする場合もあります。町教育委員会又は学校

は、子どもや保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すた

めの支援に努めるとともに、予断のない一貫した情報発信、プライバ

シーへの配慮を行います。 

 

○ 事案の重大性を踏まえ、いじめた子どもに対して出席停止の措置を

行った場合には、出席停止の期間における学習への支援など教育上必

要な措置を講じ、いじめた子どもの立ち直りを支援します。また、い

じめられた子ども又はその保護者が希望する場合には、就学等の弾力

的な対応を検討することも必要です。 

 

○ いじめの態様が犯罪行為として取り扱うべきであると認める時は、

警察と連携して対処するものとし、いじめられた子どもの生命、身体

または財産に重大な被害が生じるおそれがある時は、直ちに警察に通

報し、適切に援助を求める必要があります。 

 

② 調査結果の提供及び報告 

 

② 調査結果の提供及び報告 
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ア いじめられた子ども及びその保護者に対する情報を適切に提供する

責任 

 

 教育委員会等の学校の設置者又は学校は、いじめられた子ども及びそ

の保護者に対し、調査により明らかになった事実関係等について、適

時・適切な方法で情報提供を行います。 

 

 その際、他の子どものプライバシー保護等、関係者の個人情報に十分

配慮すします。ただし、いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠るよう

なことがあってはなりません。 

 

 また、アンケート調査の結果については、いじめられた子ども又はそ

の保護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭におき、調査に先

立ち、調査対象となる在校生やその保護者に説明するなどの措置が必要

であることに留意します。 

 

ア いじめられた子ども及びその保護者に対する情報を適切に提供する

責任 

 

 町教育委員会又は学校は、いじめられた子ども及びその保護者に対

し、調査により明らかになった事実関係等について、適時・適切な方法

で情報提供を行います。 

 

 その際、他の子どものプライバシー保護等、関係者の個人情報に十分

配慮すします。ただし、いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠るよう

なことがあってはなりません。 

 

 また、アンケート調査の結果については、いじめられた子ども又はそ

の保護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭におき、調査に先

立ち、調査対象となる在校生やその保護者に説明するなどの措置が必要

であることに留意します。 

イ 調査結果の報告 

 

 調査結果については、知事に報告します。 

 

 調査結果の説明を踏まえて、いじめられた子ども又はその保護者が希

望する場合には、いじめられた子ども又はその保護者の所見をまとめた

文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて知事に送付します。 

 

イ 調査結果の報告 

 

 調査結果については、町長に報告します。 

 

 調査結果の説明を踏まえて、いじめられた子ども又はその保護者が希

望する場合には、いじめられた子ども又はその保護者の所見をまとめた

文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて町長に送付します。 

 

（２）調査結果の報告を受けた知事による再調査及び措置 

 

① 再調査 

 重大事態が発生した旨の報告を受けた知事は、当該報告に係る重大事

態への対処又は再発防止のため、必要があると認める時は、専門的な知

識又は経験を有する第三者等による附属機関を設置し、教育委員会等の

学校の設置者又は学校が行った調査の結果について調査（以下「再調

査」という。）を行います。 

 

 この附属機関については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福

祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー

（２）調査結果の報告を受けた町長による再調査及び措置 

 

① 再調査 

 重大事態が発生した旨の報告を受けた町長は、当該報告に係る重大事

態への対処又は再発防止のため、必要があると認める時は、専門的な知

識又は経験を有する第三者等による附属機関を設置し、町教育委員会又

は学校が行った調査の結果について調査（以下「再調査」という。）を

行います。 

 

 この附属機関については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福

祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
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等の専門的な知識及び経験を有する者であって、このいじめ事案の関係

者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者ではない者（第三

者）について、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図り、

当該調査の公平性・中立性を図ります。 

 

 再調査についても、いじめられた子ども及びその保護者に対して、適

時・適切な方法で調査の進捗状況等及び調査結果を説明します。 

 

等の専門的な知識及び経験を有する者であって、このいじめ事案の関係

者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者ではない者（第三

者）について、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図り、

当該調査の公平性・中立性を図ります。 

 

 再調査についても、いじめられた子ども及びその保護者に対して、適

時・適切な方法で調査の進捗状況等及び調査結果を説明します。 

 

② 再調査の結果を踏まえた措置等 

 

 県立学校の場合、知事及び県教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、

自らの権限及び責任において、この調査に係る重大事態への対処又は再

発防止のために必要な措置を講ずるものとします。また、私立学校の場

合、知事は、私立学校法の規定等に定める権限に基づき、必要な措置を

講ずるものとします。 

 

 また、県立学校について再調査を行った時、知事はその結果を議会に

報告します。議会へ報告する内容については、個々の事案の内容に応じ

て、個人のプライバシーに対して必要な配慮を行います。 

② 再調査の結果を踏まえた措置等 

 

 学校の場合、町長及び町教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自ら

の権限及び責任において、この調査に係る重大事態への対処又は再発防

止のために必要な措置を講ずるものとします。 

 

 

 

 また、学校について再調査を行った時、町長はその結果を議会に報告

します。議会へ報告する内容については、個々の事案の内容に応じて、

個人のプライバシーに対して必要な配慮を行います。 

 

第３ その他留意事項 

 

 県は、本基本方針の策定から３年の経過を目途として、法の施行状況

等を勘案して、本基本方針の見直しを検討し、必要があると認められる

時は、その結果に基づいて必要な措置を講じます。 

 

 加えて、県は市町村における地方いじめ防止基本方針について、地方

公共団体は自ら設置する学校における学校いじめ防止基本方針につい

て、それぞれ策定状況を確認し、公表します。 

第３ その他留意事項 

 

 町は、本基本方針の策定から３年の経過を目途として、法の施行状況

等を勘案して、本基本方針の見直しを検討し、必要があると認められる

時は、その結果に基づいて必要な措置を講じます。 

 

 加えて、町は学校における学校いじめ防止基本方針について、策定状

況を確認し、本基本方針及び学校の策定状況について、それぞれ公表し

ます。 

  

 

 


